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平成 28 年 6 月 13 日開会    美波町議会第 2 回定例会会議録 

 

平成 28 年 6 月 13 日美波町議会第 2 回定例会を美波町役場議場に招集された。 

 

1 番 舛田 邦人     2 番 岩瀬  公    3 番 江本  昇 

4 番 北山 朝彦     5 番 川尻 竹藏    6 番 松本 晋児 

7 番 永本善次郎     8 番 寺下 博子    9 番 戎野  博 

10 番 向山 篤宏    11 番 丸龍 孝敏    12 番 中川 尚毅 

 

１、不応召議員は次のとおりである。 

 

   な      し   

 

１、出席議員は次のとおりである。 

1 番 舛田 邦人     2 番 岩瀬  公    3 番 江本  昇 

4 番 北山 朝彦     5 番 川尻 竹藏    6 番 松本 晋児 

7 番 永本善次郎     8 番 寺下 博子    9 番 戎野  博 

10 番 向山 篤宏    11 番 丸龍 孝敏    12 番 中川 尚毅 

 

１、本会の書記は次のとおりである。 

議会事務局長  別宮 亀弘 

 

１、地方自治法第 121 条の規定により説明のために会議に出席したものは次のと

おりである。 

 

町 長   影治 信良    副 町 長   山路 和秀 

教 育 長   寺内 康博    支 所 長   海司 広幸 

会計管理者兼会計課長   丸岡  武    総務企画課長   礒野 晴幸        

消防防災係長   近藤 和人    税 務 課 長    豊崎 浩司    

住民生活課長   山本 浩一    保健福祉課長   島田  修    

産業振興課長   小坂  進    建 設 課 長   鶴木 敏夫    

水 道 課 長    浜  孝至    支 所 次 長    花木美名子    

学校教育課長   武田 和幸    社会教育課長   坂本  理    

美 波 病 院 事 務 長   橋本 一晴    日和佐診療所事務長   岡本 照彦    

美波病院病院事業調整監   木本  節    総務企画課特定事業調整監   岸本 博志 

監 査 委 員    青木 昭夫    教 育 委 員 長   原田 村美 
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1.会議事件は次のとおりである。 

 

【報告議案】3 件 

報告第 2 号 平成 27 年度 美波町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

報告第 3 号 平成 27 年度 美波町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書 

について 

報告第 4 号 平成 27年度 美波町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書 

について 

 

【補正予算議案】4 件 

議案第 42 号 平成 28 年度 美波町一般会計補正予算（第 1 号） 

議案第 43 号 平成 28 年度 美波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 44 号 平成 28 年度 美波町介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 45 号 平成 28 年度 美波町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第 1号） 
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平成 28 年 6 月 13 日（月） 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 おはようございます。ただ今の出席議員は全員です。定足数に

達しておりますので、これより平成 28 年美波町議会第 2 回定例会

を開会致します。 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 会議に先立ちまして諸般の報告を行います。議会広報特別委員

会を 3 月 14 日・24 日、4 月 12 日・18 日・25 日、5 月 2 日・9 日・

13 日・18 日・19 日・23 日・24 日・25 日・26 日、6 月 2 日に開催

しました。3 月 16 日総務産業建設委員会を開催しました。3 月 17

日文教厚生委員会を開催しました。3 月 26 日・27 日議会広報特別

委員会が日和佐地区及び由岐地区で議会だより報告会を行いまし

た。3 月 30 日テレビ中継特別委員会を開催しました。4 月 18 日・

5 月 19 日・20 日全員協議会を開催しました。4 月 20 日議員研修

が実施され、議員 8 名が受講しました。5 月 24 日海部郡町村議会

議長会定例会定例総会が開催され、議長が出席しました。5 月 30

日・31 日平成 28 年度町村議会議長副議長研修会及び財務省・国

土交通省・県選出国会議員に海部郡町村議会議長会が道路関連予

算全体の拡大や地震津波防災対策に必要な財政支援の充実・評価

について要望活動を行いました。6 月 7 日議会運営委員会、総務

産業建設委員会を開催しました。以上で諸般の報告を終わります。 

本日の会議を開きます。 

 

日程第 1 会議録署名議員の指名を議題と致します。会議録署

名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規

則第 122 条の規定により、議長において指名致します。4 番北山

議員、6 番松本議員の両名を指名致します。 

 

日程第 2 会期の決定を議題と致します。会期につきましては、

去る 6 月 7 日に議会運営委員会を開催しておりますので、議会運

営委員長よりご報告願いたい、お願い致します。 

寺下議会運営委員長 

8 番 議 員 おはようございます。議会運営委員長報告を行います。去る 6

月 7 日に議会運営委員会を開催致しました。委員 6 名の出席の下、

理事者側からは影治町長・山路副町長・磯野総務企画課長の出席

を求め、平成 28 年美波町議会第 2 回定例会に上程予定の議案・会

期日程等について慎重に審議致しました。 

結果会期は本日 6 月 13 日より 6 月 17 日までの 5 日間とするこ
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とに、決定を致しました。なお一般質問の通告は、本日の正午ま

でと致しておりますので、ご承知おき願いたいと思います。以上、

議会運営委員長報告を終わります。 

議 長 お諮り致します。 

本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日から

6 月 17 日までの 5 日間とすることに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

 「異議なし」と認めます。 

 よって会期は本日から、6 月 17 日までの 5 日間と決定致しまし

た。また会議予定につきましては、お手元にご配布の日程表によ

り進めたいと思いますので、ご了承願います。 

  

 日程第 3 提案理由説明を議題と致します。本定例会に提出さ

れております議案は、一覧表にありますとおり報告議案 3 件、補

正予算議案 4 件、計 7 件であります。これを一括して議題と致し

ます。影治町長に提案理由の説明を求めます。 

 町長 

町 長 おはようございます。昨年より 2 日遅い梅雨入りとなり、蒸し

暑い日が続く本日、平成 28 年美波町議会第 2 回定例会を招集致し

ましたところ、議員各位には公私何かとご多用の中全員のご出席

を賜りまして、ご審議を頂けますこと大変有り難く存じていると

ころでございます。 

 さて、本定例会におきましてご審議をお願いする議案につきま

しては、6 月 7 日の議会運営委員会において説明を致しました繰

越計算書の報告 3 件、平成 28 年度一般・特別会計の補正予算に関

する議案 4 件の計 7 件を提出しているところであります。 

 議案説明に先立ちまして、各課における事務事業の進捗状況の

報告を申し上げます。 

初めに、4 月 1 日付けの人事異動についてご報告を致します。 

3 月 31 日をもって行政職員 6 名、医療職員 2 名が退職致しました

が、本年度の新規採用職員は一般行政職 2 名でありまして、5 月

20 日の臨時会開会前に職員の紹介をさせて頂いたところでござ

います。また 6 月 1 日付けで、看護師 1 名を新たに採用致してお

ります。なお、昨年度から運用を致しております「美波町職員の

再任用に関する条例」に基づき、定年退職した行政職員のうち、3

名を再任用致しております。また、町政に関する高度な政策的事

項又は専門的事項の推進を図るため、本年 4 月に美波町参与規程

を定めまして、4 月 1 日付けで徳島文理大学教授の床桜英二氏を、
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5 月 17 日付けで株式会社あわえ代表取締役の吉田基晴氏を美波町

の参与として委嘱させて頂いております。今後は、美波町の地方

創生を始め、あらゆる課題解決に向けご尽力を頂くことと致して

おります。 

去る 3 月 28 日、町村合併 10 周年を記念し、美波町コミュニテ

ィホールにおきまして、関係者多数のご臨席のもと、美波町合併

10 周年記念式典を挙行致しました。式典を通じ、これまでの歩み

を振り返るとともに、合併にご尽力された方々のご労苦に敬意を

表し、思いを巡らせたところであります。また、新町発足後に町

政の発展に寄与した方々3 名と 4 団体を表彰させて頂きました。

議員の皆様にもご多用の中ご臨席賜り、誠に有り難うございまし

た。合併 10 周年を契機に、本年をこれからの 10 年に向けてのス

タートの年と位置づけ、本町のさらなる飛躍・発展に向け、積極

的に取り組んで参りますので、引き続きご指導・ご支援を賜りま

すようお願い致します。 

地方創生関係では、5 月 17 日に株式会社あわえと地方創生パー

トナーシップ協定を締結致しました。この連携協定は、美波町に

おける地方創生に関する事業の推進について美波町と株式会社あ

わえが連携し、美波町の総合戦略である「美波ふるさと創造戦略」

の実現に向け、良きパートナーとして事業推進に向けた取り組み

を更に推進することを目的と致しております。協定期間は総合戦

略の計画期間である平成 31 年度までと致しております。 

姉妹都市交流については、オーストラリアケアンズ関係で、グ

ローバル人材育成事業として中学生を対象としたケアンズ短期留

学生の募集を行ったところ、日和佐中学校から 14 名、由岐中学校

から 7 名の応募が有り、5 月 11 日に抽選会を開催し、各中学校か

らの参加者 12 名を決定致しました。実施期間については 8 月 18

日から 25 日までの 8 日間を予定しており、出発までにオリエンテ

ーションや英会話講習なども行い、国際理解や友好関係を深め、

国際的な人材育成に繋がればと思っております。 

赤松小学校跡地利用については、赤松防災拠点施設新築工事と

して 6 月 3 日に入札を行い、（有）西前工務店が 44,388 千円、請

負率 88.8％で落札しております。工期は 11 月 23 日までと致して

おります。 

昨年度まで薬王寺の宝物調査を行って参りました県南地域づく

りキャンパス事業については、本年度は幕末から大正にかけて廻

船問屋として栄えた「谷屋」の古文書や襖絵、調度品、墓石など

の調査を行いました。調査結果については、8 月 6 日に日和佐公
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民館で報告会を開催予定と致しております。また、建物の構造調

査については 5 月 2 日から 8 日までと 6 月 3 日から 7 日まで神奈

川大学により調査が行われます。「谷屋」については、美波町の歴

史的にも文化的にも価値の高い建物であり、調査結果なども踏ま

え、住民の方々と今後の活用方法について検討していくことと致

しております。 

美波町医療保健センター新築工事については、杭打ち工事が完

了し、現在基礎の配筋工程に入っております。進捗率は 12.6％で、

当初の工程に比べ 2 週間程度の遅れが生じておりますが、今後来

年 3 月の完成に向け鋭意努めてまいります。また、医療機器の選

定及び電子カルテシステムの導入につきましても、関係者間で協

議を進めております。美波病院の開院に伴い運行致しております、

病院連絡バスの利用状況についてでありますが、3 月が 608 名、4

月が 572 名、5 月が 499 名となっております。主に由岐駅前から

美波病院への利用者が多く、5 月の日和佐診療所から美波病院へ

の利用者は 20 名となっています。今後も、住民の方々のご意見や

利用状況も踏まえなから、必要な場合は運行方法の見直しも行っ

て参りたいと考えております。 

徳島県版地方創生特区についてでありますが、美波町と徳島文

理大学との連携事業として計画致しております「歴史文化の力で

まちづくり事業」について、今年 3 月に徳島県版地方創生特区へ

の申請を行っていましたところ、この度特区に選定されました。

この事業は「人形浄瑠璃・農村舞台『赤松座』復活プロジェクト」

と「薬王寺門前町再生プロジェクト」の 2 つの事業からなるもの

で、一つは赤松地区で演じられていた人形浄瑠璃を 100 年ぶりの

復活を目指して、徳島文理大学人形浄瑠璃部を中心とした各学科

との協働により行うものであり、もう 1 つは、薬王寺のライトア

ップコンサートや住民とのワークショップや調査など門前町の再

生に向けた取り組みを総合政策学科などの各学科の協力により行

っていくことと致しております。事業の詳細な計画については、

今後、歴史文化の力でまちづくり推進会議等で決定していくこと

と致しております。 

サテライトオフィス関係では、 3 月にＷＥＢサイトデザイン構

築やシステム開発業務を行う「株式会社まめぞうデザイン」が滞

在型サテライトオフィスとして、奥河町に事務所を開設されてい

ます。これで美波町への進出企業及び関連企業は 13 社となり、今

後も様々な形でのサテライトオフィス誘致活動を行って参りたい

と考えております。 
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 次に、税務課関係でございますが、平成 27 年度は、滞納整理の

新たな取り組みとしまして、県からの税務職員の市町村長期派遣

事業を実施致しました。これは、町税の課税が終わる７月から翌

年の 3 月までの期間に、県税務職員３名を美波町税務課へ派遣し

て頂き、美波町徴税吏員に委嘱致しまして、町税務職員に財産調

査や差押えの指導、町税務職員と共同で、滞納者との納税交渉を

行いました。派遣日数は延べ 31 日となり、共同徴収の対象となっ

た滞納者 47 名、合計滞納額 8,833 千円のうち 4,440 千円、50.2％

の納付がありました。また、 1,866 千円、21.1％の差押えを行う

と共に、面接や電話での納税指導を合わせて行いました。本年度

も引き続き、県からの税務職員の市町村長期派遣事業を実施し、

滞納整理に取り組みたいと考えております。また、徳島滞納整理

機構へ徴収移管しておりました 6 件の実績でありますが、移管滞

納税額 16,903 千円の内 488 千円の納付がありました。納付額が少

額となったのは、倒産法人で徴収困難事案を機構へ移管し、滞納

処分執行停止等の判定を受けることとしたためでありまして、本

年 5 月 31 日付けで執行停止等の判定を受けましたので、判定を受

けた 12,060 千円につきまして、現在、執行停止の事務手続きを進

めております。なお、平成 28 年度は 5 件、2,013 千円を 6 月 1

日付けで徴収移管致しました。賦課と課税の公平性を確保す

る観点から、引き続き徴収強化に取り組んで参りますが、今

後共適法に徴収を実施するためには、会計処理を適切に行っ

ておく必要があることから、 27 年度中に不納欠損処分を行っ

ております。平成 27 年度の不納欠損は、コンピュータの不具

合で不納欠損ができなかった平成 26 年度分も含めて不納欠損

を行っております。今回行った不納欠損の内訳は、軽自動車

税で 52 件、 230 千円、固定資産税で 456 件、 12,245,570 円、

町民税で 119 件、 1,367,830 円、国民健康保険税で 308 件、

7,814,318 円であります。特に固定資産税が高額な金額となっ

ておりますが、その内容につきましては、倒産法人関係の欠

損額が 8 法人、 51 件で 8,051 千円となっており固定資産税欠

損額全体の 66％を占めております。今回、既に時効の完成し

ている町税について不納欠損処分を行ったわけですが、今後

とも負担の公平性を確保するため、差し押さえ等の滞納処分

も含めた厳正な対応により、徴収に取り組んで参ります。  

 次に、住民生活課関係でございますが、年金生活者等支援臨時

福祉給付金については、広報みなみ 4 月号で周知したところでご

ざいますが、本年 5 月 2 日から 3 ヶ月間、本庁及び由岐支所で受
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付を行うこととしており、支給金額は一人当たり 30 千円となっ

ています。今回の支給対象者は、平成 27 年度臨時福祉給付金の

支給対象者のうち、平成 28 年度中において 65 歳以上となる人が

対象となっています。なお 5 月末時点での申請状況でありますが、

支給対象見込み者 1,488 名に対し 1,179 名が申請済みとなってお

ります。 

次に、保健福祉課関係でございますが、平成 27 年度国民健康保

険特定健診・保健指導の実施状況につきましては、健診対象者の

1,532 名に対し、受診者は 615 名であり、受診率は 40.1％であり

ました。今後におきましても、住民の皆様の健康づくりに寄与す

ることはもとより、特定健診受診率や保健指導率が、本年度から

インセンティブ方式により実施される保険者努力支援制度の交付

金算定指標の一つであることを踏まえ、受診率の更なる向上に努

めて参ります。また、介護保険事業では、軽度認定者にかかる訪

問サービス・通所サービスにつきましては、4 月 1 日より介護サ

ービスから介護予防日常生活支援総合事業へ混乱も無く移行致し

ました。総合事業につきましては、訪問及び通所サービスのほか、

平成 26 年度から軽度認定者等に対し単独事業として試行実施し

ておりました「見守り訪問」を生活支援サービスの一つに位置付

けて実施致して 

おります。今後は、段階的に生活支援サービスの拡充を図って

参りたいと考えております。 

次に、産業振興課関係では、まず農林業関係についてでありま

すが、乙姫米の販売促進、生産者と消費者との交流を目的にＪＡ

かいふが中心となって田植え体験については、昨年度からは赤松

地区に会場を移し、4 月 16 日に、徳島市などの親子連れ 40 人が

参加して実施されました。8 月下旬には稲刈りの体験を実施し、

消費者と生産者の交流を深め、乙姫米の更なる消費拡大に努める

よう計画しております。 

 鳥獣被害防止対策では、平成 27 年度におきましても、鳥獣被害

防止緊急捕獲等対策事業交付金を活用し、有害鳥獣捕獲駆除の促

進と農作物等への被害軽減に、町猟友会協力により積極的な捕獲

活動に努めてきたところであります。交付対象鳥獣のサル・シカ・

イノシシは、平成 26 年度同様、成獣については上限単価 8 千円、

幼獣は、上限単価 1 千円の充当となっております。平成 27 年度の

捕獲実績は、シカ 888 頭、イノシシ 375 頭、サル 102 匹、タヌキ

167匹、ハクビシン 65匹で、最終的に交付金を加えた総額で 22,387

千円を支出しており、そのうち交付金は、8,938 千円であります。
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なお、平成 28 年度の美波町への交付内示額は、8,529 千円となっ

ております。交付金最終年度ということを踏まえ、積極的に捕獲

活動を行って参りたいと考えております。 

美波町鳥獣侵入防止柵設置事業は、平成 27 年度の申請件数は

11 件で、予算額 2,000 千円に対し、補助交付額 1,602 千円であり、

資材別事業量は、電気柵 1,135ｍ、金網柵 150ｍ、ネット柵 550ｍ、

複合柵 370ｍでありました。本年度も、5 月下旬現在で 1 件の要望

があり、電気柵 220ｍを実施しているところであります。要望や

補助の説明を聞きに来庁される方も多くいるため、今後も引き続

き農協・町内農機具販売業者と連携し、広報等を活用するなど農

林業者等への周知を行いながら、事業活用推進と被害軽減に努め

て参ります。 

昨年度から試験栽培をしておりますドクダミについては、昨年

11 月播種し育苗試験をＪＡかいふ育苗センターで行っておりま

したが、発芽が悪かったため徳島県立農林水産総合技術支援セン

ターで播種、発芽後育苗を行ったセルトレイ苗を移植した約 250

ポットを 6月中に新たに由岐地区 5aの試験ほ場に定植する予定で

あります。昨年日和佐地区の試験ほ場においては、8 月からヨト

ウムシ食害が発生しており、本年度は農業支援センターの指導の

もと防除方法を検討することとしております。 

昨年 9 月に県内で初めて確認された「ナラ枯れ」については、

美波町においても四国のみち等で確認されており、その対策とし

てトラップによるカシノナガキクイムシの捕殺を日和佐森林組合

に業務委託し、日和佐城付近から内ケ磯、外の磯までの四国のみ

ち沿いの町有林において、ウバメガシ等 14 本に 42 個のトラップ

を仕掛けております。 

次に、水産業関係では、本年 2 月に由岐地区の漁業者等で組織

する「美波の海の恵み研究会」とビジネスパートナーに関する協

定を締結致しました岡山県の健康食品会社の幹部が美波町に来訪

されました。副町長と役場で会談後、健康食品会社へ出荷する海

藻の養殖場を見て頂き、夜には由岐地区内の宿舎で関係者等と交

流を深めました。また、漁業の活性化を図るため、伊座利・西由

岐・東由岐・志和岐及び日和佐町漁業協同組合から美波町農山漁

村持続活性化推進事業費補助金を活用した事業の申請を受けまし

た。そのうち、西由岐漁業協同組合から申請を受けた製氷機修繕

事業は、4 月に完了しております。 

次に、商工観光関係では、「2016 日和佐さくらまつり」を去る 3

月 25 日から 4 月 10 日の間に行い、城山及び薬王寺の桜を楽しん
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で頂きました。今年初めての試みとして 4 月 2 日・3 日に「地元

と県南出身者の作品展」をさくら庵・祖川時計店・クラブハウス・

お宿日和佐で開催しました。また 4 月 3 日には、イベントとして

桜町通りを使った手づくり物の市・大道芸・民踊・日和佐太鼓・

お琴演奏・お茶会・餅つきなどを予定しておりましたが、雨のた

めお茶会とお琴の演奏、桜町通りでの餅つきのみの実施となりま

した。 

美波町観光協会が「南阿波サンライン活性化協議会」からの委

託をうけて、５月３日に四国のみち健康ウォーキングを計画して

おりましたが、雨天のため秋以降に延期しております。また、四

国八十八ケ所開創 1200 年に連動する取り組みとして、一昨年 5

月から月 1 回、薬王寺仁王門前において、「匠の市工芸展」の流れ

を受けた観光協会会員によるミニ出店を実施しております。 

例年行っておりますウミガメールについても 5 月 1 日から登録

開始し、5 月 20 日から 8 月 20 日まで配信致します。 

3 月 27 日に第 1 弾が走りました、ＪＲ牟岐線開通 80 周年記念

事業「カモン牟岐線・えーもんあるでないで号」ですが、2 回目

が 4 月 17 日、3 回目が 5 月 21 日に走っております。美波町では

由岐駅・田井ノ浜駅・日和佐駅に停まり、それぞれの駅でお客を

楽しませるイベントやプレゼントを準備しました。乗車人数は第

1 回 90 名、第 2 回 71 名、第 3 回 101 名、合計 262 名でありまし

た。5 月 11 日ＪＲグループが全国から旅行会社、報道機関等を招

いて、四国で 14 年ぶりとなる四国ディスティネーションキャンペ

ーンの全国宣伝販売促進会議が高松で行われました。翌日からは

参加者が 9 コースに分かれ、視察体験旅行を行いました。11 日の

高松市内での全体会議には美波町から観光協会・商工会・町職員

が参加し、ＰＲを行いました。12 日の美波町での視察旅行では、

うみがめマリンクルーズ、ボランティアガイドによる町歩き、カ

レッタなどを見て頂きました。 

アカウミガメ産卵シーズン間近となった 5 月 15 日、日和佐うみ

がめ博物館カレッタ前広場を会場に、美波町観光協会が主催した

ウミガメの上陸祈願祭が昨年に続いて開催され、多くの方が乙姫

大使等と共にウミガメの上陸数増加を祈願しました。 

夏の訪れを告げる田井ノ浜海水浴場開きは、7 月 3 日午前 10 時

から開催する予定となっております。今年は、日和佐太鼓・宝探

しに替わるゲーム等が美波町観光協会で検討されている模様で

す。また田井ノ浜臨時駅は、7 月 16 日から 8 月 7 日まで開設予定

となっております。 
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第 53 回「日和佐うみがめまつり」は、実行委員会などで協議を

重ね、7 月 16 日に行う事とし、海亀感謝祭・打上花火の外、桜町

通りで様々な催し物を計画しております。また第 17 回「ひわさう

みがめトライアスロン」を 7 月 17 日に開催し、美波町の魅力を全

国に発信したいと考えております。今年度は、個人 700 名、リレ

ー30 チームを 4 月 18 日正午から募集を開始したところ、個人は 5

月 6 日に、リレーについても 5 月 13 日に予定数に達し、既に募集

を締め切っております。 

第 32 回目となる「ふるさと由岐まつり」は、例年同様、お盆の

8 月 15 日の夕方から、由岐支所前グラウンドを会場に実施するこ

とやステージに招くタレント案等について、6 月 9 日の実行委員会

で決定されました。今後、由岐支所において順次具体的な準備が

進められていくことになります。 

本年度で 5 回目の開催となる「四国の右下」ロードライドは、

第 1 回実行委員会総会が 5 月 20 日に開催され、11 月 13 日に開催

される事が決定致しておりますので、ご支援ご協力のほどよろし

くお願い致します。なお、本年度も、まぜのおかオートキャンプ

場を発着点として、海陽町・牟岐町・美波町・阿南市・那賀町を

巡る「四国の右下」センチュリーコース 160ｋｍ、海部郡 3 町を走

る南阿波クリスタルコース 95ｋｍ、海部川上流の海陽町桑原を折

り返す「四国の右下」フレッシュコース 43 ㎞の 3 コースを予定し

ており、昨年に比べ若干のコース変更とエイドの場所が変更にな

っております。3 コース合わせて 630 名の参加者を、6 月 1 日から

募集しております。 

また、海部郡 3 町で組織する南阿波よくばり体験推進協議会が

行っている体験型観光や修学旅行等についての本年度の受入状

況、予約状況につきましては、5 月 10 日から 11 日の京都市立松原

中学校 121 名を皮切りに、5 月 16 日から 17 日の大阪市立巽中学校

153 名、5 月 18 日から 19 日大阪市立市岡中学校 170 名、5 月 21

日から 23 日大阪市立新巽中学校 122 名、5 月 23 日から 24 日台湾

美和高級中学校 66 名、の修学旅行及び体験学習を受け入れており

ます。今後の予定として、6 月 5 校、7 月 3 校、9 月 3 校、10 月 1

校、11 月 4 校を受け入れる予定となっており、他にも家族、グル

ープ等の体験も随時対応することと致しております。6 月には南阿

波よくばり体験で初めての体験メニューであるＳＵＰ体験を恵比

須浜田井で、4 年ぶりとなる船釣り体験も日和佐地区で行っており

ます。なお、民泊家庭が不足し、1 軒当たりの受け入れ人数を増や

してもらうなどして何とか対応致しております。議員各位におか
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れましても、民泊先確保について、ご理解とご協力をお願いでき

れば幸いであります。 

「四国の右下・魅力倍増」推進会議において、今年度は南部圏

域の魅力を最大限に活用し、体験型観光や食体験など「体感」に

よる観光まちづくりを進めるため、地方創生のプラットフォーム

となる推進会議が中心となって、交流・移住人口の拡大と新たな

所得・雇用機会の創出等を図ることとしております。この推進会

議は、「総会」、「企画会議」、「専門部会」から成り、「企画会議」

では地域支援会社やアウトドア体験事業などと連携しながら地域

課題の共有と課題解決のための処方箋等について検討するととも

に、取り組むべき項目について数値目標を評価することとしてお

ります。「専門部会」では、新商品の開発や着地型旅行商品の企画

など具体的な取組みを実施し、交流の拡大、販売の拡大に繋げて

いく予定としております。「専門部会」の中の「食部会」では、「南

阿波グルメ」のブラッシュアップや売れる商品作りを促進するこ

ととし、「誘客促進部会」では、地域の魅力を最大限に活用した体

感プランの企画やインバウンド拡大に向けた体制整備を図り、「四

国の右下」への誘客を図ることとしております。 

なお、「四国の右下・まけまけマルシェ」については、4 月は「は

なはるマルシェ」に出張マルシェとして、5 月については通常ど

おり道の駅日和佐で 8 日に開催したものの、6 月から 9 月は暑い

中での物産販売が厳しいこともあり休止期間とし、10 月にはナカ

まつり、11 月には海陽町商工産業祭、阿南市活竹祭、12 月は美波

町商工祭などにも出展する予定としております。 

道の駅日和佐についてでありますが、昨年度 2 月から施工して

いたチャレンジショップが完成し、現在利用者の募集を行ってい

ます。美波町内で起業又は出店を考えている方、美波町内の事業

者の方で、アンテナショップとして利用する方などを対象に最長

で 3 ヶ月借りられることになっています。起業や新商品の開発、

販売促進などに繋がればと考えております。その他、トイレの悪

臭及び利用集中時の排便等の便器内滞留発生などの問題があり、

これについては国交省に改善を要望しています。現在は原因を突

き止めるための調査を行っている段階だと聞いております。また、

（株）道の駅日和佐独自の取り組みとしては、産直館内のレイア

ウトを変更するなど、売上の増加に向けて工夫をしているところ

であります。 

 次に、建設課関係でありますが、はじめに町工事についてご報

告をいたします。地籍調査事業では、平成 26 年度繰越分について、
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奥河内字寺前・弁才天地区の現地立会による一筆地調査が 3 月末

に完了し、27 年度分の日和佐浦の一部及び奥河内字本村地区、由

岐地区湾内の港町字西・東、西由岐字西・東、西の地字西地・東

地及び赤松字新発谷・新発口地区については、地籍調査の成果品

である地籍図と地籍簿が完成したため、成果品を法務局へ送付し、

28 年度中に登記手続きを完了させる予定です。また、27 年度繰越

分の東由岐字本村・大池地区の一筆地調査及び一筆地測量と 28

年度分の奥河内字寺前・弁才天地区の一筆地測量及び東由岐字大

池・本村地区の一筆地調査及び一筆地測量等の業務委託について、

5 月 26 日に（株）松本コンサルタントと契約を締結しました。ま

た、奥河内字寺前・弁才天地区の一筆地測量は、6 月中旬から開

始予定で、東由岐字本村・大池地区の一筆地調査については、 7

月下旬に地元説明会を開催する予定です。本年度から建設発生土

の受入を開始することに伴い、サンラインの二見建設発生土受入

場整備工事を 5 月中旬に発注しております。 

日和佐浦西線道路下 1 号排水路の改修について、5 月下旬に地

域住民を対象に事業計画の説明を行い、今後、詳細設計及び家屋

事前調査が完了後、工事発注の予定です。 

公共土木施設災害復旧事業では、赤松字新発谷の虹羅谷川と田

井字小川の小川谷川の河川工事については、再入札等により 3 月

下旬の発注となり工事期間延伸のため繰越していましたが、虹羅

谷川の工事は 5 月下旬に完成しております。 

次に、県工事の主なものについてご報告申し上げます。まず、

道路関係でございますが、日和佐小野線・恵比須浜字田井のバイ

パスは、田井側にて田中宅付近からトンネル手前までの調査ボー

リング等の詳細設計を 6 月に発注予定と聞いています。日和佐小

野線・田井川樋門の道路拡幅については、非出水期に合わせて橋

梁上部工拡幅工事を発注予定と聞いております。由岐大西線の阿

部での盛土工区の道路改良工事は、側溝整備及び舗装工事を 7 月

中に発注予定と聞いております。日浦野田線の赤松字日浦での道

路維持修繕工事は、8 月完成予定と聞いております。由岐港線の

西由岐での道路落石対策工事は、昨年度に測量・設計作業が完了

し、工事予算の要求中と聞いております。阿部お水大師付近の崖

崩れ対策として、由岐大西線の道路排水流末部の対策工事は 3 月

上旬に完成したと聞いております。阿南鷲敷日和佐線の不動の滝

付近の線形改良は、用地交渉中と聞いております。また、同路線

の新発橋及びおしいれ谷橋の床板修繕工事を夏以降に発注予定と

聞いております。日和佐小野線ホテル白い燈台手前の法面コンク
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リート吹付のひび割れ箇所については、調査・測量が完了し、法

面修繕工事を 7 月頃発注予定と聞いております。また、恵比須洞

付近の法面のひび割れ箇所については、対策工法の設計作業中と

聞いております。日和佐小野線のＢ＆Ｇ海洋センター前の道路災

害復旧工事は、7 月の工事着手に向け手続き中と聞いております。

日和佐牟岐線千羽トンネルの修繕は、調査設計業務を 6 月中に発

注予定と聞いております。日和佐上那賀線大越での 2 箇所の道路

災害復旧工事は、7 月上旬に工事着手予定と聞いています。 

次に、河川、砂防関係では、役場西の県道交差点裏付近におけ

る県営の急傾斜地崩壊対策事業は、 8 月頃に完成予定と聞いてお

ります。県単砂防事業の津波避難階段については、伊座利及び東

由岐は 4 月に完成したと聞いております。山王谷の通常砂防事業

は、東側堰堤本体工事を引き続き施工中と聞いております。日和

佐川左岸で施工中の災害復旧事業は、7 月に完成予定と聞いてお

ります。北河内字本村の池ノ内谷通常砂防事業は、砂防区域指定

に向けて手続きを行うと聞いております。河川の堆積土砂につい

ては、今年度中に優先度の高い箇所から掘削工事を行っていくと

聞いております。 

次に、港湾・漁港関係ですが、日和佐港海岸の海岸高潮対策事

業の大浜地区防潮堤については、水産試験場前の第２工区の内、

昨年度発注区間については、6 月上旬に完成し、引き続き南側区

間を 10 月中旬から着工予定と聞いております。由岐漁港由岐地区

における防波堤耐震改修のブロック製作と港内浚渫のための漂砂

シミュレーションを 9 月に発注予定と聞いております。 

次に、消防防災課関係でございますが、5 月 8 日に由岐地区の

男性が漁に出かけて、ぬの島付近の海岸で行方が分からなくなり、

夕方から午後 11 時過ぎまで東由岐・西由岐の漁業者や由岐第 2

分団、・分団団員及び海上保安部などが懸命に捜索しましたが発見

できませんでした。翌日は、午前 5 時から捜索を再開し、午前 5

時 20 分ごろ海上を捜索していた漁業者が行方不明者を発見しま

したが、搬送先で死亡が確認され、残念な結果となりました。ま

た、5 月 10 日には、日和佐地区の 80 代の女性が行方不明となり、

午前 8 時 4 分ごろ町内放送により情報提供を呼びかけました。午

前中は日和佐地区の消防団と警察官などが出動し、午後からは由

岐地区の消防団も加わり消防団員 103 名で捜索にあたりました。

午後 1時 20分ごろ捜索をしていた消防団員が行方不明者らしき方

を発見し、警察へ連絡を取りましたが、検証の結果死亡が確認さ

れ、懸命な捜索にも関わらず残念な結果となりました。その後、
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警察の捜査でひき逃げ事件であることが判明し、痛ましく残忍な

事件であるとの報道で、多くの住民が心を痛めた事件となりまし

た。お亡くなりになられましたお二人に、心よりご冥福をお祈り

申し上げます。 

次に、防災関係では、東日本大震災から 5 年を迎える本年、あ

の大災害の教訓を忘れることなく美波町の事前復興へ生かすた

め、岩手県釜石市から花露辺町内会前会長下村恵寿氏をお招きし

「漁村集落の復興の成功物語」と題して、3 月 24 日に講演会を開

催致しました。美波町自主防災会連合会総会及び研修会を 5 月 27

日に開催し、27 年度事業報告並びに 28 年度事業計画案について

協議を行いました。また、研修会では、熊本地震の災害支援活動

に参加した徳島大学美波町地域づくりセンターの井若学術研究員

や徳島県砂防防災課より熊本の被災状況や支援活動等の報告を行

いました。 

現在、美波町で進めております美波町国土強靭化地域計画の進

捗状況でございますが、3 月に第 1 回目の地域計画策定委員会を

開催し、第 2 回目の策定委員会を 7 月上旬に開催予定としており

ます。今後は、出来るだけ早い時期に素案を作成する予定で作業

を進めてまいります。 

次に、交通安全関係では、春の交通安全キャンペーンとして、4

月 3 日に開催された「2016 桜街道・夢マラソン」の会場において、

マラソン参加者にチラシとお菓子を配布し、交通安全の啓発を行

いました。4 月 15 日には、美波町交通安全協会主催の「春の交通

安全キャンペーン」を牟岐警察署と共催し、「道の駅日和佐」にお

いて実施しました。国道 55 号を通行していた運転手の方々にお菓

子とチラシを配布し、日和佐こども園の園児とともに交通安全を

呼びかけました。 

消防団関係では、4 月 8 日に海部地方分会が牟岐町で開催され、

郡内の各団長及び副団長が出席されました。また 5 月 15 日には海

部郡操法大会が海部地方分会主催のもと美波町で開催され、消防

団員としての日頃の消防技術や訓練の成果を競いました。 

次に、教育委員会関係でありますが、学校教育関係では、木岐

小学校が平成 27 年度末で休校となり、休校式典を、地域の皆様、

準備委員会委員の皆様にご協力頂き、3 月 25 日に開催致しました。

休校式典には在校生・卒業生・地域の皆様等約 200 名の出席があ

りました。平成 28 年度からは、木岐地区の小学生につきましては、

スクールバスで由岐小学校へ通学しております。 

次に、社会教育関係では、4 月 3 日にＢ＆Ｇ海洋センターを拠
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点に、桜街道・夢マラソンを開催し、町内外からハーフマラソン

に 318 人、ロードレースに 54 人、亀さんマラソンに 235 人の参加

を頂き、盛大に開催されました。野球大会では、4 月 10 日に由岐

小・中グラウンドにおいて、第 11 回由岐野球大会が 8 チーム参加、

4 月 23 日及び 24 日に日和佐グラウンド及び日和佐中学校グラウ

ンドにおいて、第 9 回西日本還暦野球大会が両会場それぞれ 8 チ

ームが参加、5 月 8 日及び 15 日に由岐小・中グラウンドにおいて、

第 11 回由岐壮年野球大会が 13 チーム参加、5 月 14 日・21 日及び

22 日に、町内グラウンドを会場に第 5 回少年野球美波大会が 31

チーム参加し、それぞれ開催されました。 

 ウミガメ保護規制については、大浜海岸において、本年も 5 月

20 日から 8 月 20 日まで行う予定としております。今年のアカウ

ミガメの上陸状況は、6 月 7 日現在、5 頭でありまして、初上陸が

6 月 1 日、初産卵は 6 月 2 日となっており、6 月期では既に昨年よ

り多くなっております。 

次に、水道課関係では、平成 26 年度からの繰越事業として施工

しておりました、木岐配水池更新工事が平成 28 年 3 月に竣工致し

ました。完成した貯水槽本体はステンレス製で、有効水量は 187

㎥となっております。 

次に、病院、診療所関係では、本年 3 月 1 日から美波病院、日

和佐診療所でそれぞれ診療を開始致しております。美波病院の 5

月末までの患者数でございますが、3 月からの 3 ケ月間の入院延

べ患者数は 2,314 人で 1 日平均 25.2 人、外来患者数は延べ 4,531

人で１日平均 72.3 人となっています。日和佐診療所では、外来患

者数は延べ 3,014 人で 1 日平均 49.4 人となっています。また、美

波病院で 4 月から診療をして頂いている鈴記先生が、赴任直後に

熊本地震への医療支援に行かれており、5 月 26 日に「熊本地震の

救護班の経験から～南海トラフ大地震への提言～」と題した美波

病院公開講座を開催し、貴重な体験談等をお話して頂きました。 

以上、「諸般の報告」と致します。議員各位のご理解をお願い申

し上げる次第であります。 

続きまして今議会に提案し、ご審議を賜ります議案につきまし

て、その概要を順次ご説明申し上げます。 

はじめに、報告第 2 号から報告第 4 号の 3 件は、地方自治法施

行令第 146 条第 2 項の規定により議会に報告するものでありまし

て、地方自治法第 213 条の規定により翌年度に繰り越して使用し

ようとする歳出予算の経費について、繰越計算書を調製したもの

であります。 
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まず、報告第 2 号「平成 27 年度美波町一般会計繰越明許費繰越

計算書について」でありますが、繰越事業全体では 17 事業で、翌

年度繰越額の総額は 888,375,783 円となっております。繰越事業

の内訳は、総務費では、空き家再生等推進事業で 12,816,530 円、

美波町固定資産台帳整備事業で 6,588 千円、自治体情報セキュリ

ティ強化対策事業で 51,389 千円、地方創生事業で 6,138,520 円、

地方創生加速化交付金事業で 13,121 千円、民生費では高齢者福祉

施設等防災減災促進事業で 10,000 千円、衛生費では、簡易水道事

業 特 別 会 計 繰 出 金 で 4,400 千 円 、 医 療 体 制 整 備 費 事 業 で

513,171,340 円、農林水産業費では、農林漁業体験施設整備事業

で 1,309,939 円、国土調査事業で 17,860 千円、漁港建設事業で

56,000 千円、土木費では、道路維持事業で 13,000 千円、県単急

傾斜地崩壊対策事業で 3,000 千円、公共下水道事業特別会計繰出

金で 8,800 千円、消防費では、災害対策事業で 76,593,454 円、総

合的な安全・防災基盤整備事業で 82,388 千円、災害復旧費では、

公共土木施設災害復旧事業で 11,800 千円でございます。なお、繰

越事業については、国の補正予算に対応して 3 月補正で計上した

事業も含まれておりますが、出来るだけ早期に完了できるように

努めたいと考えております。 

報告第 3 号「平成 27 年度美波町簡易水道事業特別会計繰越明許

費繰越計算書について」は、繰越事業全体では 3 事業で、翌年度

繰越額の総額は 14,096,400 円となっております。総務費では水道

未普及地域調査委託業務で 1,000 千円、事業費では平成 27 年度木

岐白浜配水管更新工事で 4,172 千円、平成 27 年度由岐配水池更新

工事実施設計委託業務で 8,924,400 円でございます。 

報告第 4 号「平成 27 年度美波町公共下水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書について」は、下水道事業費の公共下水道整備事

業で、翌年度繰越額は 40,000 千円でございます。 

議案第 42 号「平成 28 年度 美波町一般会計補正予算（第 1 号）」

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 59,593 千円を追加

し、総額を 7,089,593 千円と致しております。歳出の主な補正と

して、総務費の財産管理費では地方公会計システム委託料で

7,457 千円追加し、企画費では不採択となった事業に係る負担金

補助及び交付金の調整として 17,700 千円を減額、地方創生事業費

（企画関係）では、主に徳島県版特区の選定を受けたことに伴う

補正であり、賃金で 1,000 千円、修繕料で 2,000 千円、調査委託

料で 2,000 千円、美波町創生事業広報業務委託料で 3,000 千円、

原材料費で 1,000 千円、負担金補助及び交付金で「四国の右下」
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若者創生事業負担金 3,400 千円、歴史文化の力でまちづくり事業

補助金 2,000 千円、各種イベント補助金 1,400 千円をそれぞれ追

加し、戸籍住民基本台帳費の負担金補助及び交付金では通知カー

ド等関連事務委任交付金として 1,757 千円を追加しております。

民生費の社会福祉総務費では、国保事務費等繰出金で 1,345 千円

を追加、認定こども園費では、給食材料費の節の組み替えと工事

請負費でエアコン設置工事費として 3,787 千円を追加しておりま

す。衛生費の環境衛生費では、賃金で臨時雇賃金 2,459 千円を追

加しております。農林水産業費の農地費では、工事請負費で田井

地区用水改良工事費として 10,644 千円を追加しております。土木

費の土木総務費では、公有財産購入費として 1,032 千円、住宅管

理費では工事請負費として 1,000 千円をそれぞれ追加しておりま

す。消防費の非常備消防費では、需用費で消防ホース等の購入費

2,351 千円災害対策費では、工事請負費で避難路及び備蓄倉庫移

転工事費等 3,281 千円をそれぞれ追加しております。教育費では、

由岐小学校費の賃金で臨時雇賃金 1,769 千円、図書館費では、需

用費でエレベーター及びトイレ改修費として 1,151 千円、学校給

食費では、需用費の給食材料費で 3,807 千円をそれぞれ追加致し

ております。  

議案第 43 号「平成 28 年度 美波町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第 1 号）」は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ 1,793 千円を追加し、総額を 1,235,164 千円と致しております。

歳出の補正の主なものは、データヘルス事業及び医療費適正化特

別対策事業に取り組むためのレセプト点検専門員 2 名の賃金

1,024 千円、国保安定化計画策定委託料 519 千円等をそれぞれ追

加しております。 

議案第 44 号「平成 28 年度 美波町介護保険事業特別会計補正

予算（第 1 号）」は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 918

千円を追加し、総額を 1,237,146 千円と致しております。歳出の

補正は、総務費の一般管理費・委託料で介護保険システム改修業

務委託料の追加であります。 

議案第 45 号「平成 28 年度 美波町国民健康保険診療所特別会

計補正予算（第 1 号）」は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ 234 千円を追加し、総額を 235,208 千円と致しております。

歳出の補正は、総務費の一般管理費で、日和佐診療所の職員手当

等と賃金の組み替え及び阿部診療所のレセプト用コンピュータの

保守点検料 234 千円の追加であります。 

以上、簡単でございますが、諸般の報告並びに提案説明と致し
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ます。なお、議案の詳細につきましては、担当課長から説明致し

ますので、ご審議の上、原案のとおりご承認を賜りますようお願

いを申し上げまして、町長提案理由の説明と致します。どうぞよ

ろしくお願い致します。 

議 長 提案理由の説明が終わりました。以上で本日の日程は終了しま

した。本日はこれにて散会します。 

お疲れ様でした。 

（時に 10 時 05 分） 
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6 月 16 日（木） 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 おはようございます。ただ今の出席議員は全員です。定足数に

達しておりますので、休会前に引続き本日の会議を開きます。 

 

日程第 1 一般質問を行います。 

一般質問の通告者は 6 名です。通告順に発言を許可します。11

番丸龍議員の一般質問を許可致します。 

丸龍議員 

1 1 番 議 員 おはようございます。本日は 2 点、一般質問をしたいと思いま

す。1 点目でございます。橋梁の耐震化についてでございまして、

地震等の災害における美波町の橋梁は耐震出来ているのか、その

点を 1 点と致します。2 点目でございまして美波病院行のバスの

利用者数、また運航状況について質問をしたいと思います。 

一般質問に入る前に 4 月 14 日九州熊本地震で数多くの死者ま

た家屋の倒壊がありました。被害に遭われた方々に心よりお悔み

またお見舞い申し上げたいと思います。また 5 月 20 日臨時会にお

きまして、新しく議長・副議長に就任されました川尻議長・舛田

副議長、心よりお喜びを申し上げたいと思います。両議員にはそ

の卓越した手腕を遺憾なく発揮されまして、美波町政発展のため、

また議会運営にご尽力を頂きますようにご祈念を申し上げたいと

思います。それでは一般質問に移らさして頂きます。 

冒頭熊本地震のお話をさして頂きましたが、地震による橋梁の

耐震化についてを一般質問致します。兵庫県南部地震また最近で

は熊本地震で数多くの高速道路や国道等また主要な幹線道路が甚

大な被害を受けました。その多くの道路・橋で桁また桁の落下や

橋脚の倒壊といった被害が発生をしております。このような道路

の被災は消防活動や緊急物資の輸送など、救援・復旧活動に大き

な混乱を及ぼす可能性があるわけでございます。そこで本町美波

町管理の橋の数は現在いくらあるのか、また耐震計画は出来てい

るのか、耐震対策も出来ているのか、できていないのであれば順

次耐震化を進めて行かれるのか、まずは 1 点目お聞きをしたいと

思います。 

議 長 建設課長 

建 設 課 長 それでは私から丸龍議員のご質問にお答えをさせて頂きます。

美波町内におけます橋梁の耐震化の状況についてでございます

が、まず国が管理する国道 55 号に架かります橋梁は 32 橋でござ

いますが、その全てが「地震による損傷が致命的とならない性能」
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を満たしており、落橋に対する安全性は確保されております。現

在は、「地震による損傷が限定的なものに留まり、橋としての機能

の回復が速やかに行える性能」となるよう耐震対策が順次進めら

れております。また徳島県が管理する橋梁では、県の耐震補強基

準により耐震補強の対象となる橋梁は 5 橋でその内、緊急輸送道

路等に位置付けられる重要な 3 橋梁につきましては、既に耐震補

強工事が完了していると伺っております。次に町の管理する橋梁

でございますが、美波町では 209 の橋梁を管理しておりますが、

平成 21 年度に西河内の日和佐水源地前の永田橋については、水源

池から旧日和佐町内へ供給する上水道が添架され重要なライフラ

インであることから、橋脚の巻き立て補強や落橋防止装置の設置

等の耐震補強工事を実施致しております。他、上部工の更新を行

った橋梁につきましても桁架り長を多めに確保する等、落橋防止

対策を行っております。また、平成 23 年度からは、美波町橋梁長

寿命化修繕計画を策定致しまして、橋の長さが 15ｍ以上若しくは

地理的条件から重要と考えられます 32 橋について国庫交付金事

業により計画的に維持修繕工事を実施しているところでございま

す。 

今後の取り組みと致しましては、町道に架かる橋梁の更新を実

施する際は耐震構造とすることや、長寿命化対策工事等により落

橋による重大事故防止及び早期復旧の観点から落橋防止対策を進

めてまいりたいと考えております。以上答弁とさせて頂きます。 

議 長 丸龍議員 

1 1 番 議 員 今、課長から答弁を頂きましたが、町長はですね、従来本町は

安心安全のためにですね、日ごろまちづくりを行っていきたいと

言われております。やはりですね、先ほども私言いましたが、や

はり地震等でですね、被災した場合に先ほど課長も言われました

が、永田橋の水道の件でもございますが、やはりその橋また道が

倒壊しますと大変復旧にですね、長期間要すると私自身思ってお

ります。早目にですね、やはり主要な幹線の道路、橋等はですね、

耐震してやはり防災地震には強いというふうな取り組みをして頂

きたいと思っておりますが、町長今後急速にですね、それを進め

て行かれるのか、ちょっと答弁お願いしたいと思います。 

議 長 町長 

町 長 はい、順次やらさして頂きまして、防災力を高めてまいりたい

と思います。 

議 長 丸龍議員 

1 1 番 議 員 今、町長からですね、早速進めたいということで言われており
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ますので、期待をしております。 

それでは 2 点目、このままで議長進めさせて頂いてよろしいで

すか。 

議 長 どうぞ、 

1 1 番 議 員 それでは 2 点目でございます。先日医療対策の特別委員会で、

この美波病院の私が通告している美波病院行のバスの利用につい

てを委員会でもしましたが、その中でですね、この現在この日和

佐病院診療所と美波病院間で美波バスが運行されております。多

くの利用者の方からは「大変ありがたい」という声を聞いており

ますが、その反面ただ残念なことがございます。それはこの先日

の町長提案理由の説明でもございました。3 月が 608 名、4 月が

572 名、5 月が 499 名、合計 1,679 名利用というふうになっており

ます。また町長提案理由の説明で主にはですね、由岐駅前から美

波病院の利用者が多く、またこのちょっと説明が分からないんで

すが、5 月の日和佐診療所から美波病院の利用者は 20 名、1 日 1

人あるかないかというこのちょっと数字も再度ですね、詳しくは

お聞きをしたいと思いますが、そこでこの通告で現在 1 日何人程

度使用しているのかと、利用しているのかというのは結構でござ

いますので、今後この利便性を考えて、利用者が利用しやすいよ

うな方法は考えて行かれるのか、また案があるのか、それをお聞

きをしたいと思います。よろしくお願い致します。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長  お答えさせて頂きます。利用者数については、よろしいという

ことで結構なんでしょうか。それでは今後の病院連絡バスの運行

の方法でございますけれども、特別委員会の方でもお答えはさし

て頂いたんですけれども、現在美波町には民間のタクシー事業者

さん等がございます。それで今回走らしておりますのが無料で住

民の方々を病院までお運びするようなバスになっております。そ

ういった民間事業者様にお聞きしながら、協議しながら進めなけ

ればならないという点が多いということで、その停留所のカ所等

も含めて地域公共交通会議等でですね、その場でその運行方法に

ついても検討・協議させて頂けたらと思います。以上です。 

議 長 丸龍議員 

1 1 番 議 員 今、総務課長から答弁を頂きましたが、この公共交通会議はい

つごろ予定をまたされているのか。また民間委託というふうな今

お話もございましたですかね、この間委員会では。それも検討し

てみると言うようなお話も頂いたと思うんですが、この公共交通

会議、これもですね、すぐにですね、対応して何で利用者が少な
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いのか、そこのところもですね、急速にですね、ちょっと検討し

て頂かんかったらですね、せっかくバスを運行していると利用者

が少ない。これをなんかですね、やはり利用者が使いにくいとこ

ろが多分あると思うんですよ。この問題点はちょっと検証される

んですか、どんなんですか町は。ほれも含めてですね、なぜ日和

佐病院から美波病院までのんが少ない、私はちょっとお聞きしま

したら、「日和佐病院まで行くのに具合が悪いのに、日和佐病院ま

で行けないと。体が悪いのに何で私日和佐病院まで行って美波病

院へ行きたいんだけど、日和佐病院まで行けないんだ」と、そこ

のところでまぁいうたら利便性ですよね、そこのところがやっぱ

り不自由でないんか、そこでですね、私が 1 つ提案したいのは道

の駅とかですね、公民館とか、町の人が利用しやすいようなそう

いうふうな停車場所をですね、すぐにでも設置するとか、そうい

うのを含めてですね、ちょっと検討するというのはいかがでしょ

うかね。そこのところちょっと答弁。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長 そのバスの運行について、なぜ少ないかっていうところについ

ては、また検討させて頂きますけれども、もともとといいますか、

病院を 2 病院から 1 診療所に統合再編するにあたりまして、旧の

日和佐病院については外来機能を残して診療所として運営すると

いうことで、当初はそのお見舞いとかそういったかたちで通われ

る方に対してそういった便がいるんでないかっていうような、そ

ういう認識でおりました。それでたしかに病院等で違った診療科

といいますか、そういった診療を受けられる方もおられるかと思

います。ですからその辺も十分ですね、そのどういった方が使わ

れているかっていうところも調査といいますか、さして頂きなが

ら、その今言われた道の駅等で停留所を増やしてまた違った方々

の運行についても利用できるかどうかっていうところは、先ほど

言われた民間委託も含めて検討さして頂けららと思います。 

議 長 丸龍議員 

1 1 番 議 員 今総務課長からも答弁頂きました。検討してみると、これは本

当にね、検討の価値ありますよ課長。やはりですね、利用者が増

えたら美波病院の収益も上るやないですかね。お客さんがやはり

お客様が利用しやすいようなバス、せっかく出しているんですか

らね、1 人や 2 人いうんはほんまにもったいない話ですよ。もう

ちょっと町民の利便性を考えてね、検討をして頂きたいと思いま

す。議長、以上で終わります。 

議 長 以上で丸龍議員の一般質問は終了しました。 
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続いて 8 番寺下議員の一般質問を許可致します。 

寺下議員 

8 番 議 員 議長の許可を得ましたので、私の方からは大きく 2 問、災害へ

の備えと「美波町教育大綱」の今後の取り組みについて、質問致

します。まず、災害への備えについてですが、小さく 3 点に分け

て質問致します。本年、平成 28 年は、「昭和南海地震」から 70

年、「東日本大震災」から 5 年を迎える年となります。徳島県では、

この節目の年を、「過去に学び、未来を守る防災メモリアルイヤー」

と位置づけ、防災意識の向上や防災力の強化を目指し、県民一人

ひとりが毎月１つのテーマに沿って、家庭や事業所・地域におい

て、点検活動に取り組む運動を実施しています。本町の取り組み

として、この毎月１点検運動について、各自主防災会や施設等へ

の啓発は行っているのか、お伺いします。次に、4 月 14 日に発生

した熊本地震においては、今なお余震が続き、震度 1 以上の地震

はこれまでに 1,700 回を超え、地域によってはまだまだ復旧が進

まないところもあります。2 ヶ月が経った今も、約 6,400 人が避

難所生活を続けており、被災自治体においても様々な対応課題等、

浮かび上がってきています。前回、3 月議会において、「個別対処

危機管理マニュアル」の作成時期については明確な答弁は頂いて

おりませんが、今日明日にでも起こるかもしれない地震等に対し

て、発災前にどれだけ「具体的な行動計画が練れているか」つま

り、「タイムラインや罹災証明受付などの細かい事務も含めて、や

るべきことを整理し共有できているか」は、行政の役割として最

も重要だと考えます。3 月議会以降の危機管理プロジェクトの取

り組み状況についてお伺います。最後に、実際に被災した場合、

指定避難所以外に避難している人への支援や、高齢者や障がい者

等、また妊婦や乳幼児等の要介護者・要配慮者が入る避難所の運

営は、今後ますます重要になってくると考えます。地域防災計画

や避難所運営マニュアルなど、対応策等の見直しはどのように行

われるのか、お伺いします。以上答弁の方、よろしくお願い致し

ます。 

議 長 副町長 

副 町 長 私の方からまず最初に 2 点目の危機管理プロジェクトの取り組

み状況にお答えをさして頂きまして、1 点目と 3 点目につきまし

ては消防防災課長より答弁致しますので、よろしくお願いしたい

と思います。個別対処危機管理マニュアルにつきましても、先ほ

ど議員も申されましたけども、これまで何度かご質問を頂いてお

りまして、先程ありましたように 3 月議会では、「スピード感を持
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って進めていきたい」と言うことで、私の方から答弁を致したと

ころでございますけども、まだマニュアルの見直しの完成には至

っておりません。6 月 11 日付けの徳島新聞で、「南海トラフの発

生率上昇」という見出しで、今後 30 年間の震度 6 以上の地震の発

生確率の本年版が公表されまして、静岡県から四国にかけての太

平洋側の地域で前回の平成 26 年版に比べて確立が上昇したとい

う報道もされておりました。また、先ほど議員の方からもありま

したように 4月 14日に発生した熊本地震におけるその後の自治体

等の対応を見ていますと、大きな混乱が生じているようにも感じ

ておりまして、先程申されましたように発災前の対応が重要であ

るということにつきましては十分認識を致しております。このよ

うなことから、今後、危機管理プロジェクトと致しましても、早

期にマニュアルの見直しの完成を目指すと共に、危機管理プロジ

ェクトが十分機能するよう、努めて参りたいと思っております。

以上答弁とさせて頂きます。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長 それでは私の方からまず 1 点目のご質問にお答えをさせて頂き

ます。昭和南海地震から 70 年を迎える本年、美波町におきまして

も、昭和南海地震の教訓を風化せることなく後世に受け継いでい

くため、昭和南海地震 70 年行事を計画を致しております。5 月 27

日に行われました美波町自主防災会連合会総会の計画の中でご説

明をさせて頂いておりますが、内容と致しましては、自主防災会

組織を主体として講演会や昭和南海地震を語りつぐ体験談をお話

しして頂く機会を設けたいと考えております。同時に昭和南海地

震の写真展等も開催できればと考えております。また県の 2016

防災メモリアルイヤーにつきましては、毎月違う項目で県の方は

点検運動というのを実施しているようでございますが、現段階で

は周知は充分ではございません。今後、自主防災会の役員会等で

も周知を図っていきたいと考えております。先ほども言いました

が、県とは内容が若干違う啓発にはなりますが、美波町と致しま

しても本年を防災メモリアルイヤーという意識を持って講演会な

どを実施していき、過去の歴史に学ぶ機会を設けながら防災意識

の向上や防災力の強化を図っていきたいと考えております。今後

は 70 年行事の内容につきまして、自主防災会と共に協議をしてま

いりたいと考えております。実施が決まりましたら、住民の皆さ
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まにも周知させて頂きますので、ご参加についてよろしくお願い

したいと思います。続きまして 3 点目のご質問にお答えをさせて

頂きます。大規模な災害が発生した場合、職員及び庁舎や町の関

連施設等も被災する恐れがあることを考えますと、残された人員

で災害対策業務等に関わりながら、町職員が町内全域の避難所の

運営を担うことには限界があることは、東日本大震災や先の熊本

地震においても明らかになっています。避難所運営につきまして

は、自主防災会組織や地域防災推進員等が連携し、避難所におけ

るリーダー的役目を果たして頂き、避難所に関する運営等をお願

いしたいと考えております。本年度自主防災会連合会で計画をし

ております避難所開設訓練や運営訓練を通じ、自主防災会を中心

とした避難所運営のリーダー育成を行っていく予定です。訓練の

中で一般避難者だけでなく、高齢者や要支援者、女性や乳幼児に

配慮したスペース作りなど多様な人たちへ配慮した避難所作りを

心掛けたいと考えております。また、訓練の際に避難所運営マニ

ュアルにつきましても素案を作成し、実際の訓練や検証の際に素

案の見直しを行っていく予定でございますので、避難所以外の避

難者等への対策なども含め、こういった訓練を重ねることにより、

避難所での課題や問題点などが明確になり、解決策を地域で考え

ていくことにより、自主的な避難所運営ができていくものと考え

ております。以上でございます。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 避難所運営に関しては、今、自主防の方でリーダーを育成する

とか、町として避難所運営マニアルの素案を作って検討・改善し

て行くという話が合ったんですけれども、そういった訓練はどの

ぐらいの程度、半年に 1 回とか 3 ヶ月に 1 回とか、どういう感じ

で考えられているのかっていうのをまず 1 つお伺いしたいのと、

避難所運営に関しては、本町は外国からの観光客も多く、避難所

においても配慮の対象になると思われます。そのあたり事前に避

難所内での必要と想定される案内パネル等を作っておくとか、そ

のあたりは検討されているのかどうかについてもお伺いします。

今年もまもなく半年が過ぎようとしていますが、取り組みに早い、

遅い、ということは無いと思います。私自身、3 年前に防災士研

修を受けた時に聞いた、東日本大震災の支援に、実際にＤＭＡＴ
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のメンバーとして行かれた医師の言葉は、今でも忘れられません。

「常日頃から出来ていないことは、非日常の事態においては、全

くもって何も出来ない。」言い換えれば、いくらハード面を充実さ

せたとしても、それを生かす住民や職員の危機意識、ソフト面の

充実がなければ、どうにもならない。訓練を積むことが、防災・

減災の基本中の基本ということだと思います。行政対応の課題に

おいても、熊本地震関連では、罹災証明書は 6 月 12 日現在、35

市町村 146,177 件の申請のうち、34 市町村 103,362 件を交付した

けれども、被害認定調査を不服とした 2 次調査申請が相次ぎ、市

町村は 2 重の対応に追われているという現状も発生しています。

また、本町においては、各自主防災組織に対して、年度ごと運営

費 20 千円、活動支援費 80 千円の予算がついています。しかし、

活動支援費については、申請があっての支払いとなることから、

まだまだ備えへの温度差はあると感じます。先ほど、答弁は頂き

ましたが、本当にそれで大丈夫なのか、この町に愛着を持ち、こ

の町を支え、暮らしている住民に対して、「安心して暮らして下さ

い」と言えるのか、再度答弁をお願いしたいと思います。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長 それでは私の方からは先ほどの訓練の今後の予定でございま

すが、とりあえず本年度予定しておりますのは、自主防災会で 8

月に避難所の開設訓練というのをまず予定をさして頂いておりま

す。それから 10 月には避難所の運営訓練というのを予定をさして

頂いております。そのあたりの様子を見ながら、今後の予定とい

うのは立てて行きたいと考えております。それから外国人への看

板等の配慮につきましても、こういった訓練を重ねながらどうい

ったもんが必要かとか、そういったあたりも検証しながら訓練を

してまいりたいと思っておりますので、今後そういったことも含

めながら検討して行きたいと考えております。以上でございます。 

議 長 副町長 

副 町 長 私の方から全般的なことでございますけども、議員の方が申さ

れましたように、住民の安心安全を守るっていうんは町の責務と

いうふうに考えております。先ほど私の方答弁を致しましたけれ

ども、そういうようなことでこの危機管理プロジェクトがうまく

こう機能するように今後もやってまいりたいというふうに考えて

おります。またご指導ご支援のほどをよろしくお願いしたいと思

います。以上です。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 町民の安心安全な生活を支えるというのは町の役目と言われ
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ましたし、また訓練においても訓練を重ねながらいろいろ課題を

見つけ出して検証して行きたいという話ではありましたが、ここ

でちょっと少し視点を変えて質問したいんですけれども、災害対

策本部についてお伺いしたいと思います。発災した時の災害対策

本部というのは、被災時には膨大な情報が集まり、指揮系統の要

の場所となります。町としての業務継続の観点からも、本庁舎が

被災した場合の代替庁舎は重要であります。また本町のように小

規模自治体においては、緊急対応的に町職員が避難所運営を行う

ようになるかということもあると思いますが、外からの支援が入

り、徐々に落ち着いたあと、職員が戻れる場所を確保していくこ

ともとても重要だと思います。先ほども申しましたが、発災前に、

どれだけ様々なパターンを想定し準備しておけるかは、この町に

暮らす住民への安心感をもたらす大きなネックになることと思い

ます。熊本地震が起こったとき、震度 7 を観測した益城町では本

庁舎が一部損壊し、診断が終わらなければ使えないという状況に

なりました。そこで、児童館の 1 フロアーを災害対策本部にし、

約 100 ㎡程度の限られたスペースの中で、町職員・警察・消防・

自衛隊・応援職員・防災関係機関などが、多い時で 100 人ぐらい

が、狭い狭いスペースの中で、災害対応に追われたようです。本

町においては、災害対策本部の設置の現状はどのようになってい

るのかお伺いします。 

最後に、影治町長は、以前頂いた答弁のなかで、「防災・減災

への考え方を、全ての施策のベースとして考えている。」と言われ

ています。今も変わらずその精神でもって舵取りを行って頂いて

ると思いますが、先ほどの、危機管理監や課長からの答弁を聞い

ていると、もっと真剣に早急に対応すべき状況であるように感じ

ます。いかがでしょうか。答弁の方、よろしくお願いします。 

議 長 町長 

町 長 私の方の最終の質問に対しての答弁でございますけれども、考

え方自身はそのようにも思っております。ひとつひとつの政策っ

ていうのは、今まではこう柱状に、柱上にもう立てられてたと、

その内の 1 つに防災対策っていうのがあったけれども、東日本大

震災が起こって以降っていうのは、いわゆる防災・減災対策って

いうようなものが面になって、その上に町のいくつもの政策が立

っているというようなイメージですっていうことは、常々申して

おるところでございます。そういった観点で防災対策、また減災

対策を進めております。ですからできることについてはできると

ころからやるというようなことでやっておりますし、今、議員が
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おっしゃられたようなハード対策とソフト対策っていうのは、両

輪のごとくやっていかなくてはいけないんですけど、ハードの分

については予算の関係とかいろいろありますけれども、そんな中

で工面をしながらやれるところからやらさして頂いてっていうふ

うに思っております。ソフトの面については町だけでは出来ない

っていうのは議員もご承知のとおりだと思いますけれども、自助

の部分、共助の部分、公助の部分というようなトライアングルの

中で、連携をしながら進めて行くという中で、特にソフトの分に

ついては自主防災会の皆様に非常に大きな役割を担って頂いてい

るっていうところがございます。町と致しましても、先ほど議員

の方からご質問のあったメモリアルイヤーでありますとか、そう

いった啓発も含めまして、やって行こうと思っておりますけれど

も、悩みはやはりたくさんございます。講演会を致しましても参

加して頂ける顔ぶれというのは徐々に固定化しているっていうよ

うなこともございますし、住んでいる住民の方々にそれぞれ同様

のような情報でありますとか、そういったものをお知らせするっ

ていう工夫っていうのは防災に限らず人権もあったりいろいろあ

るんですけれども、難しいところがございますが、それを超えて

啓発等をやっていきたいというふうに考えております。そのあた

りは先ほど答弁致しました消防防災課長のとおりでございますの

で、よろしくお願いを致します。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長 私の方から災害対策本部に関するご質問のお答えをさして頂

きます。災害対策本部につきましては基本的には役場庁舎を利用

するということになっておりますが、災害の状況によりましては、

地震とかでしたら役場庁舎は新耐震の構造になっておりますので

大丈夫かと思うんですが、津波等に関しましては当然浸水区域に

なっておりますので、使用不能な状態になった場合には日和佐中

学校が代替施設ということになっております。以上でございます。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 さまざま答弁頂きましたが、それぞれの自主防災組織や町民

は、本当にこの地震津波への備えっていうのを自分事として、「揺

れたら逃げる」ということを意識しています。だからこそ、住民

の自助で逃げて助かった命を、本当にかけがえのない貴重なもの

として、その助かった命を失うことにならないよう、行政におい

ては、様々な状況を想定し、それぞれに具体的なシュミレートを

繰り返し行い、訓練を重ねる必要性、公助の役割をしっかりと考

えて頂きたいと思います。これで 1 問目は、これで終わります。 
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議 長 寺下議員 

8 番 議 員 続いて 2 問目の「美波町教育大綱」の今後の取り組みについて

お伺いします。平成 28 年 3 月に美波町教育大綱が策定され、「学

びと交流による人づくりのまち美波」を基本理念に、 3 つの教育

方針が掲げられています。そこで小さく 2 点に分けて質問致しま

す。まず、大綱なので、美波町の最上位計画である「美波町第 2

次総合計画」との整合性も取られているかと思いますが、具体的

な行動計画があってこその大綱だとも思います。そのような計画

は新たに策定するのか、お伺いします。次に、平成 27 年 12 月に

徳島教育大綱が策定され、重要項目Ⅰとして、『地方創生から日本

創成へ！「徳島ならでは」の教育の推進』をキャッチフレーズに、

人口減少社会に挑戦する「徳島モデル」の学校づくりが掲げられ、

「チェーンスクール」と「パッケージスクール」を全県的に展開

するとされています。具体的に、「チェーンスクール」や「パッケ

ージスクール」とはどういったものなのか、また本町の各小学校・

中学校の児童・生徒数の現況、将来的な推移についてお伺いし、

今後、教育委員会として、どのような取り組みを行っていくのか

お伺いします。以上答弁の方、よろしくお願いします。 

議 長 教育長 

教 育 長 それでは 1 点目についてお答え致します。教育大綱は、「地方教

育行政の組織及び運営に関する法律」の改正を受けて、国の教育

振興基本計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団

体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策を定めるも

のとして、策定が義務づけられております。本町では、昨年度に

4 回の総合教育会議を開催して、大綱を策定致しました。教育は

人づくりであることを踏まえ、「学びと交流による人づくりのまち

美波」を基本理念として、「学びをとおした人づくり」、「交流をと

おした人づくり」、「郷土を愛する人づくり」を基本方針としてお

ります。教育大綱は、目標や施策の根本となる方針を定めるもの

で、詳細な施策について策定することを求められているものでは

ありませんので、一般的・抽象的な内容としています。具体的な

行動計画を新たに策定する予定はありませんが、「第 2 次美波町総

合計画」と「美波町総合戦略」の教育分野にもとづいて、取り組

むこととしております。次に 2 点目の「チェーンスクール」と「パ

ッケージスクール」でございますけれども、徳島県が策定しまし

た「徳島教育大綱」において、徳島発の小中一貫教育の推進とし

て、「チェーンスクール（分散型小中一貫教育）」と「パッケージ

スクール（一体型小中一貫教育）」の全県展開が示されております。
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本来の小中一貫教育は、組織的には校長が 1 人の学校経営を申し

ますが、徳島モデルでは、校長配置のあるそれぞれの学校を関連

づける小中連携教育を小中一貫教育としているところに独自性が

あるのではないかと考えております。これは、人口減少により小

規模化する学校を存続させ、かつ教育の質を保証するための取り

組みということで、施設・備品の共用による予算削減や、専門性

のある教諭による授業を可能にするなど、小規模校の課題を克服

できるものとして期待されております。徳島県における平成 28

年度の取り組みは、7 地域で 9 年間を見据えたカリキュラムを完

成させるとお聞きしておりますので、「小中一貫教育徳島モデル」

につきましては、今後の調査研究成果を確認しながら対応してい

きたいと考えております。次に「チェーンスクール」それから「パ

ッケージスクール」についてでございますけれども、「チェーンス

クール」につきましては、分散型小中一貫教育ということで、そ

れぞれの小学校と中学校をチェーンで繋いだというイメージでご

ざいます。その中で考えられている成果というのが、小中合同学

習や乗り入れ授業の実施、連携体制の整備、小中のゆるよかな接

続というようなことで、私達には紹介されております。ここでの

課題が移動にかかる経費や時間の確保、交流授業や乗り入れ授業

のさらなる充実ということで、授業回数が何度確保できるかとい

うようなところもその効果の中で課題となっております。次に一

体型小中一貫教育「パッケージスクール」ですけれども、このパ

ッケージスクールにつきましては、小学校・中学校それから何か

社会教育施設であったり福祉施設あるいは保育所などを含めた教

育の場ということで、分かりやすいのが牟岐町の例かと思います。

牟岐は小学校・中学校そして保育所・こども園かな、保育所を一

緒にまとめて 15 年間の教育というような方向でされているとお

聞きしておりまして、ここにはそのパッケージスクールを核とし

た地域の連携、地域の支援を頂くような組織も作って地域のコミ

ニケーションも図りながらその核となる学校の在り方というよう

なかたちでされているとお聞きしています。「パッケージスクー

ル」「チェーンスクール」につきましては、ちょっと英語の言葉で

分かりにくいかと思いますが、分散型小中一貫教育、一体型小中

一貫教育ということでご理解を頂けたらと思います。次に生徒数

の推移ですけれども、平成 28 年度におきましては中学校で 144

名、小学校で 210 名の児童生徒がございます。27 年度昨年から比

較しますと、中学校で 20 名の減、小学校で 18 名の減ということ

で、38 名の児童生徒が平成 27 年度から 28 年度において減少して
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いるということになります。この傾向は今後も引き続いて変わる

ことなく減少傾向にございまして、将来的には学校の在り方につ

いて、特に中学校とかはクラブ活動の在り方とか、近々の課題と

して現在も対応について検討しているところでございます。以上

で答弁とさせて頂きます。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 先ほど答弁頂きました、行動計画（実施計画）については、策

定しないということでしたが、大綱の中の 3 つの基本方針の推進

項目に掲げられているものの中に、「地域性を活かした特色ある教

育活動、多彩な交流を推進し広く繋がる人を育てる、ふるさと学

習を充実させる」とあります。これまで、各学校の学校教育目標

の中で実践されてきたことをより発展させ、充実させるという意

図であろうと思いますが、その具体的な内容について、それぞれ

検討されているような内容が分かれば分かる範囲でお伺いしたい

と思います。先ほどまた「徳島モデル」に関しては、「今後の調査

研究を見ながら対応していく」と言うお話でありましたが、今後

調査研究を見ながら本町としてそういうことに取り組んで行くと

すれば、各学校の学校教育目標や学校経営の基本方針等、現状の

学校要覧に書かれている掲載内容と、そのあたりをどのように整

合性を図り、各学校においてどのような連携方法を取るのか、現

状で考えられていることを伺いたいと思います。 

議 長 教育長 

教 育 長 大綱の具体的な取り組みということでございますけれども、今

現在、既に学校の中でやられているものを延長にあるとは思って

おります。総合的な学習におけるふるさと学習、それから自然体

験、それから中学生議会であったり職場体験であったり、あるい

は地域防災に係る取り組み、社会教育でいえばスポーツ大会であ

りましたり、交流的な意味では桜街道夢マラソンというような取

り組み。そのようなものをこれからも続けて行って、また新たな

ものにつきましてはその都度取り入れて取り組んでまいりたいと

考えております。次に小中学校の連携、学校教育目標との関連、

要覧における学校経営目標というようなことでございますが、こ

れにつきまして今現在のところは学校それぞれで町の教育委員会

の示しました教育基本目標に基づきまして、校長先生、学校の方

で立てて頂いております。これが将来的にそのチェーンスクール

それから、パッケージスクールは難しいかも分かりませんが、チ

ェーンスクールというようなことになりますと、おそらくその授

業、一番は教育課程の問題だと思います。授業の中でどのように
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それぞれの学校が合同学習をしたり活動をしたりするのかという

ところが一番難しいところと思います。基本的にはそれぞれの学

校が求める子供を育てていくという方向性については、それぞれ

の学校で定めて取り組んで行くということで、支障があるとは考

えておりません。以上答弁とさせて頂きます。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 今後の教育大綱を実践していく上で、いろいろな学習内容と充

実させていくというお話もあったんですけれども、やはり今頂い

た答弁では、本町の教育行政において、この厳しい人口減少に今

まさに直面する中で、将来を担う子どもの育成をどのように考え

ているのか、具体的なイメージが見えてきません。人口減少には、

移住交流も有効な策ではあるかと思いますが、やはり、この町に

住み続ける、またいったん町を離れてもＵターンする若者を増や

すことが、大事ではないかと私自身は考えております。先ほど、

本町の児童・生徒数の現況や将来的な推移についても答弁頂きま

したが、残念ながら、現在、町外に出ていく子どもたちが増えて

いるのは事実です。この自然豊かな美波町で、どのような子ども

を育てるのか、そのためには今私たち大人がすべきことは何か、

総合教育会議のみの協議だけではなく、これまで美波町の文化や

歴史を引き継ぎ、育んでこられた、豊富な経験を持つ町民も交え

て、厳しい人口減少に挑戦する本町の教育を考える機会を作るこ

とも必要なのではないでしょうか。この件に関し、最後に、教育

長と町長、それぞれのお考えをお伺いします。 

議 長 町長 

町 長 未来をつくる子ども達ということで、先生の考え方と同じでご

ざいますけれども、以前から申しておりますように、子ども達に

は本当に地元を郷土を誇れるよな人間に育って欲しいというよう

なことを中学生議会、それからことあるごとにそういったことを

お伝えしながら、そして園校長会、今、園がありませんけれども、

そういった場所でもそういう子ども達を育てて行って欲しいとい

うふうにお願いをしているところでありますので、学校の中でも

そのように意識をして育てていってくれてるものというふうに思

っております。いわゆる学習っていうのが基本になり、そして人

間を育てる過程というようなことで、人を育てていって頂くって

いうようなところが教育の両輪かなというふうに思っております

ので、よく言われる智徳体っていうようなバランスのいいような

かたちで子どもを育てて頂いて、そして議員がおっしゃられたよ

うに一度は高校そして大学等へ進学されるときには、この町を離
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れるっていうこともあろうかと思いますけれども、将来またこち

らの方に帰って来れる、帰って来て頂けれるような、私どもはま

ちづくりをしながら、そしてそのお子様たち、児童生徒の方には

そういった意識も持って頂けるようなっていうようなことで体験

をして頂いているというふうに思っております。これは学校だけ

に押し付けるものではございませんで、やはり地域社会が共に支

えていくっていうことになりますから、家庭と学校と社会との連

携というまた違ったこの連携の在り方もあろうかと思います。そ

ういった中でしっかりと連携を踏みながら、子どもを育てていく

っていうことが大事なのかなというふうに思っておりますけれど

も、私が申し上げることは本当に関連的な一般論的なことでござ

いますが、そういったことを私自身は考えている、思っていると

いうようなことでございます。以上で。 

議 長 教育長 

教 育 長 教育委員会としましては、ここにもありますが郷土を愛する人

をつくるというのがやっぱり大きなテーマだと考えております。

これはやっぱり地域の皆さんに支えられて、今、自分たちはここ

で教育を受けて、安心して教育を受けていられるというようなこ

とを伝えて行って、子ども達に将来その故郷に帰ってきたいとい

うような思いを抱くような教育を学校の方ではして頂きたいと思

っていますし、現に郷土を愛する教育というのはなされておりま

す。以上答弁とさせて頂きます。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 ただ今答弁を頂きました。人口減少が加速する中で、将来を担

う子どもたちに対する教育の役割は、ますます重要になります。

今後も、大綱に掲げられている「学びと交流による人づくりのま

ち美波」を実践するために、先ほど町長も申されましたが、この

町を知り、町に暮らす様々な大人たちとふれ合い、この町が好き

で、この町で育ったことを誇りに思う子どもの育成に向けて、現

場の先生方、また地域とともに、尽力頂くことを大いに期待致し

まして、私の質問は終わります。 

議 長 以上で寺下議員の一般質問は終了しました。 

小休します。 

（時に 9 時 56 分） 

 （小休中） 

（時に 10 時 10 分） 

議 長 再開します。 

続いて 10 番向山議員の一般質問を許可致します。 
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向山議員 

1 0 番 議 員 それでは私から 2 点ほど質問させて頂きたいと思います。病院

診療所の跡地活用について、それから公民館の修繕費についてお

伺いしたいと思います。まず始めに病院診療所の跡地活用につい

てでございますが、美波町内にありました 2 病院の再編も紆余曲

折もありましたけども、入院設備を備えた美波病院は今春に完成

し、また人工透析が出来る医療保健センターにつきましては、来

春予定、当初予定より約 1 年間遅れてでありますが完成予定で、

今後美波町民の医療の確保並びに健康増進が期待できるところで

す。さて、病院等の跡地につきましては、私達にもどのようにす

るのかという町民から尋ねられることもあります。解体処理につ

いては多額の費用もかかるとは思いますけども、その建物跡地に

ついて取壊し時期やその活用は町の方はどのように考えているの

かお伺い致したいと思います。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長  お答えさせて頂きます。旧日和佐病院の建物、現在の日和佐診

療所の建物の跡地利用についてでございますが、医療保健センタ

ー建設時の補助事業でございます社会資本整備総合交付金の都市

再生整備計画に含んでおりまして、現在その跡地については第 1

回目の住民との意見交換会を 4 月 4 日に開催致しております。第

2 回目を 6 月 20 日に開催予定と致しております。基本的には、隣

接する児童館やデイサービス、親水公園と調和した公園として整

備することと致しております。詳細については、今年 12 月頃まで

にまとめる予定と致しております。一方旧由岐病院に跡地につき

ましては、まだ検討に着手していない状況でございます。今後関

係者の皆様にご意見を伺いながら、検討させて頂きたいと思いま

すので、よろしくお願い致します。以上答弁とさせて頂きます。 

議 長 向山議員 

1 0 番 議 員 今の磯野総務企画課長から答弁を頂きまして、診療所後につい

ては既に地域住民との意見交換会を行っておって、例えば小公園

等なんかのある程度の考えも示されておるようです。ところが由

岐病院については既に美波病院に移転、再編して休館状態になっ

ております。むしろそちらの方を急いで検討すべきでないかなぁ

と思っております。そこで私の提案としては、今、総務企画課長

からご提案・ご意見等も頂きましたように、地域住民と意見交換

が行っておるということで、社会資本整備の交付金で考えておら

れるということですけども、これは地域住民のみならず、やはり

町全体で検討すべきでないかと思っております。もちろん付近住
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民の意見は尊重すべきだと思いますけども、今後は跡地利用活用

検討委員会とでも称した地域住民を含めた委員会等組織を設立し

て、検討すべきでないかなぁと思っております。そのあたりまた

答弁をお願いしたいと思います。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長  現在こちら日和佐診療所の跡地についてはそういったかたちで

進めさして頂いいておりますが、その旧由岐病院の跡地の検討に

つきましては、今、向山議員さんがおっしゃられたような検討委

員会も設置する必要があるのではないかと私は思いますけれど

も、非常に由岐病院さんの、旧の由岐病院さんの周り民家等も隣

接致しておりますので、非常に壊すにしても非常に慎重に行わな

ければならないっていう点もございますので、その辺は充分検討

させて頂いて、どういう組織でそれを検討して行くかというとこ

ろもさせて頂きたいと思いますので、また今後ともよろしくお願

い致したいと思います。 

議 長 向山議員 

1 0 番 議 員 旧の日和佐病院並びに由岐病院の再編にあたっての 1つの原因

っていうんは、やはりこう危険なということがあります。浸水地

域であるということと、耐震化ができてないということも大きな

原因でなかったかなぁと、あったからと思います。由岐病院につ

いてはですね、3 階建ての大変地震があった場合、倒壊する、ど

の程度倒壊するか分かりませんけども、やはり影響を及ぼす可能

性はあるんでないかなぁと思っております。例えば今、私の耳に

入っておるのは、小公園とか駐車場とかいう、ただの広場とかそ

ういった町民からの声も聞こえております。ぜひとも早い機会に、

先ほど申しましたように、非常に経費もかかることですので、な

かなか実現も難しいと思いますけども、そういった活用面につい

てはですね、早い機会にそういった検討する機会をもちろん町民

の意見を聞けるような体制で検討をお願いしたいと思います。な

お診療所については、もちろん 3 月まで稼働するということで、

地域付近の方の意見もお聞きできておるようですけども、広い、

大所高所から、今からできるのであれば大所高所からこう美波町

にとってどういった活用が必要であるのかを含めて、また出来る

限りそういった面で検討お願いして、私の第 1 問を終わりたいと

思います。 

議 長 向山議員 

1 0 番 議 員 次に公民館の修繕費についてでございますが、これについては

昨年 12 月議会の定例会で質問したところでございます。地域の修
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繕費が地域の財政に負担をかけている、今後かける恐れがあると

いうことで質問させて頂きました。その答弁として町は「他の施

設や他の制度との整合性を踏まえ検討したい」という回答をされ

ております。検討して頂いておるようなお答えは頂いております

けれども、その後、最終的に検討結果がどうなったのか。12 月私

が質問させて頂いた以降ですね、どういった検討をされて、その

結果どうなったのか、まだ検討は、最終的な検討結果が出ていな

いのかどうか、そのあたり回答をお願いしたいと思います。 

議 長 社会教育課長 

社会教育課長 お答えさせて頂きます。まず公民館の修繕費の地元負担につき

ましては、現在公民館の管理に関する協定を結び、300 千円の負

担を頂くこととしております。しかし、向山議員のおっしゃられ

たとおり、施設の老朽化により修繕を要することが増え、そのこ

とが地元公民館に対しまして財政的にも負担になっていることは

教育委員会としても認識しております。負担の見直しについては

必要性があると考えております。そこで他の施設との兼ね合いで

すが、他の施設等についてもお聞きしましたところ、それぞれ施

設によって設置状況とか設置からの年数等もいろいろありまし

て、一概に一本化した金額でということは難しいんでないかとい

うふうなことになっております。そこで公民館としましては、公

民館全館に係る分として検討を進めておるところでございます。

その中で現在の検討状況としましては、教育委員会としましては、

今現在の協定が平成 27 年度協定をまき直して、平成 29 年度まで

の 3 ヶ年の期間の協定となっております。そのことから、次回更

新時である平成 30 年度を目処に、負担額の見直しについて考えて

行きたいと思っております。以上でございます。 

議 長 向山議員 

1 0 番 議 員 今の社会教育課長からは、昨年 12 月に住田当時の課長からお

答え頂いた、ほぼ同じような答弁だったかなぁと思っております。

次回の協定時期までに検討するということで、お答えは頂いたん

ですが、協定内容、協定条項、今把握をしておりませんけれども、

その中で例えば検討が早く済めば協定の巻きなおし、これは法律

的にどうかなぁという、ちょっと調べてみんと分からないんです

が、できるだけ早くですね、結果を出して頂くなりして頂ければ

ありがたいかなぁと思います。今の制度については日和佐町・由

岐町合併時に両町が協議して合併協議の中で定められた制度、方

策でありまして、もう合併から 10 年も経過してそれぞれこれでよ

かったのかなぁ、いや改善が要するところがあるんでないかなぁ
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というところについては、この制度を含めてですね、多々ほかに

もあるかなぁと思いますので、そういった観点から他の施策も含

めてですね、この際、見直しが必要であれば見直しをして頂きた

いというところなんですが、今、協定を結んでおる期間が済めば

ということなんですけども、そのあたりはどんなんでしょうか、

できれば結果が出れば早い機会に協定の巻き直しができるのかど

うか、ちょっと分かりませんけれども、ちょっと検討をお願いし

たいと思いますけども、どうでしょうか。 

議 長 町長 

町 長 この件につきましては、議員から発議・提案を頂いておりまし

て、予算の件もございますから相談も受けております。そんな中

で今、社会教育課長が申し上げましたように、平成 30 年度からは

下げる予定でいこうと思っております。金額はまだ決まっていな

いというようなことでございますので、それでご理解を頂いて、

それで新しく協定を巻く、いわゆる平成 29 年度には金額をお示し

して、今よりは安い金額で協定を巻き直すという方向でございま

す。 

議 長 向山議員 

1 0 番 議 員 今、町長から次回協定時には、今、地元負担が 300 千円までの

工事・修繕費については地元負担であるという額を減じる方向で

検討してくださっておるということで、うれしい答弁だったかな

ぁと思いますけども、町の財政、地元は地元でする、地元の役割。

また町は町の役割もございますので、その観点からも十分慎重に

検討して頂いて、対処して頂きたいことをお願いして、私の質問

を終わります。 

議 長 以上で向山議員の一般質問は終了しました。 

続いて 7 番永本議員の一般質問を許可致します。 

永本議員 

7 番 議 員 大変お疲れのところでございますが、続いて 3 点について町長

にお聞き致したいと思います。よろしくお願いします。 

1 点目、テレビ中継システムの構築について、参考資料として

お手元に配布さして頂いておりますが、徳島新聞 6 月 1 日号でご

ざいまして、10 市町傍聴 50 人以下、これは議会傍聴の数でござ

いまして、これについては人口 25 万の徳島市から人口 2 千人台の

佐那河内村まで一括して比べることはできないと思っておりま

す。見て頂きたいのは、左側の 15 市町ＣＡＴＶ放送というところ

と、それから右下にあります大学教授のご意見、このあたりを 1

つお読み頂ければありがたいなぁと思っております。2015 年度に
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おきまして、県下 24 市町村のうち 15 市町、その内阿南市につい

ては庁舎新築と同時に 17 年度から実施すると聞いております。24

分の 16 きっちりと 3 分の 2、約 70％が稼働しておるということで

ございまして、残念ながら我が町は残り 8 町村の中に含まれてお

りまして、時勢に取り残されて来たのでないか、そういった寂し

い感がするわけでございます。テレビ中継特別委員会も設置され

まして、本町ではかなり研究も進めておるところでございます。

しかしながら議会の中にも反対される方もおりまして、必ずしも

一枚岩ではない状況でございます。しかしながら、この鳴門教育

大学の山本準教授が申されておりますように、「本会議の傍聴者が

少ないのは、議員は質問書、行政側は答弁書を読むだけの繰り返

しで、丁々発止のやり取りが少ないからだろう。テレビ放送やネ

ット配信は本会議だけでなく、委員会まで公開して欲しい。財政

規模によって住民の知る権利が損なわれることがあってはなら

ず、放送や配信に多少の投資がいったとしても、課題を共有して

住民を行政に巻き込む仕組み作りは進めて行くべきだ。住民も議

会も緊張感を高めるために、積極的に傍聴や視聴をすることが重

要だという」こういうご意見を発表されております。今やテレビ

中継システムについては、時代の常識となっております。本町の

今後の取り組みについて影治町長の見解をお聞きし致したいと思

います。私はこの問題については、議会の中にもいろいろな意見

がありますけれども、しかし最終的には影治町長がＧＯサインを

出すか出さないか、7 千人の住民の前に決断力を取られる問題だ

と思っております。先般購入した城山の藤岡邸の購入費に約

18,000 千円、建物の補修費用に 15,000 千円、合計 30,000 千円を

出費致しましたが、本町発展の為に必要な買い物であったと考え

ております。ただ何人の住民があるいはゲストが利用されるのか、

限られた人数になるかと思われます。それに比べてテレビ中継シ

ステムは全住民に利用機会があります。町長の賢明なご英断を示

して頂ければありがたいと思っております。決断と実行、これが

優れた指導者の最大の条件だろうと思います。ご答弁よろしくお

願い致します。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長 私の方から少し答弁させて頂きます。議員がおっしゃられてま

す 6 月 1 日付けの徳島新聞の報道では、テレビ放送又はインター

ネットによる配信がなされていない自治体は 8 市町村で、平成 29

年度に放送を予定しておられます阿南市を除きますと、その人口

規模は 1 万人を切る小規模自治体ばかりとなっております。これ
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は新聞記事にもありましたが、小規模自治体は財政的な余力がな

いことが大きな要因の一つではないかと考えられます。人口規模

では例外的に那賀町が 1 万人を切る自治体では唯一テレビ中継を

行っておりますけれども、県下市町村で三好市に次ぐ行政面積を

保有していることからすると納得ができるところでもございま

す。以前にも答弁させて頂いておりますけれども、議会中継シス

テムの導入につきましては、平成 18 年 6 月議会に議員発議で議会

中継システム条例の制定について議論されましたが、調査研究の

必要があるとの動議が出され賛成多数により継続審議となってお

ります。その後、平成 21 年の 6 月議会において行政・議会情報配

信システムの構築に関する決議が賛成 7 人、反対 6 人で採択され

たことに伴いまして、その財源について模索して致しておりまし

たところ、丁度良い具合に国の経済危機対策交付金が交付される

ことによりまして、その財源によって現在のシステムを整備させ

て頂いております。 

 このように、議会中継システムにつきましては導入以前から議

会主導で進められてきた事業でもございまして、運用につきまし

ても議論頂き多額の経費が掛かることから、比較的安価なインタ

ーネットによる配信に至っております。議員のご提案の件につき

ましては、費用面や人的配置など様々な面からの検討が必要であ

ると考えております。今後もテレビ中継特別委員会での議論並び

に議会のご意見も頂き進めさせて頂ければと思っておりますの

で、今後ともご指導の程よろしくお願い致します。私からは以上

でございます。 

議 長 町長 

町 長 議員からは町長の考えをということでございますので、私の所

見を申し上げたいと思います。大阪大学の元総長に鷲田清一先生

がいらっしゃいまして、その方が「価値の遠近法」というのを唱

えておられます。哲学者でもあるわけですけれども、それはまぁ

4 つの面から物事を見なさいというようなことで、1 つ目は絶対に

必要な物、2 つ目はあればいいけどなくてもいい物、3 つ目はない

ほうがいい物、4 つ目は絶対にあってはいけない物っていうよう

なことをおっしゃられてまして、私も町政を進めるうえでいろい

ろとまぁ参考にさして頂いている考え方でございます。議員の方

からもご質問もございましたし、今までにもこのテレビ中継につ

いてはいろんな方から一般質問等を頂いております。その必要性

についても重々承知しているつもりでもございます。そんなこと

もございまして、新たな議員構成となった前回の議会の選挙の後
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に、このテレビ中継の特別委員会が設置されまして、数時に渡っ

て検討をされております。それもお聞きしているところでござい

まして、東みよし町をはじめ那賀町等をご視察もされているとい

うようなこともございまして、その報告についても、結果につい

てもご報告を頂いているところでございます。そんな中で議会広

報、議会のいわゆるテレビ中継等のことでございますけれども、

先ほど申し上げました 4 つの中からって言いますと、私の中では

2 つ目の位置にあるかなぁっていうふうに思っておりまして、そ

んな中でも議会広報についてケーブルテレビで流すって言うこと

が議会がある意味コンセンサスを得て、議会の中で統一した意見

の中でそういたことをやっていこうというようなことになるって

いうのがまぁひとつは判断としてはあるかなぁと。2 つ目の課題

は、これも特別委員会の方で、テレビ中継の特別委員会の方でケ

ーブルテレビ徳島の方から招聘をしてご説明を頂いた資料を頂き

ましたけれども、その中には初期投資が確か 89,500 千円以上掛か

るというようなこととか、ランニング費用が毎月 1,200 千円、1

年ですと 14,400 千円掛るっていうような書類もございます。また

人的な配置については、これはやり方かなぁとは思いますけれど

も、那賀町におかれましては正規職員 6 名を配置、東みよし町は

1 名の方っていうふうに大きな開きもございます。そういった課

題を解決して行きながら、これに向けてというようなことでござ

いましたと思います。その中で先般、前年の 12 月議会で戎野委員

長から一般質問頂いたわけですけれども、当時の私の答弁は全部

覚えているわけではございませんが、内容としては「まだまだ審

議をとか調査を、もしくは研究をする余地があるんではないか」

というようなことを申し上げたような気がします。ということで、

今も永本議員さんからのご質問でございますけれども、私として

は「今やります」「やりません」っていうようなことを申し上げる

タイミングではないというふうに感じております。ですからもう

少し調査をして頂いて、そして研究をして頂き、視察であっても

もっと多くのところでやられているっていうことですから、そこ

を研究しながら美波町にあった方法がどんなものがいいかってい

うことを、議会と町とで一緒になってやらして頂いたらというよ

うなことは、前からも申し上げているところでございますけれど

も、そこの点につきましては今も考えとしては変わっておりませ

ん。一応所見になりまして、一般質問の答弁にならないかも分か

りませんけれども、前段総務企画課長が申し上げたのが答弁とい

うようなことで、私が申し上げたのが私の所見ということで、答
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弁に変えさして頂きたいと思いますので、ご理解をお願いしたい

と思います。 

議 長  永本議員 

7 番 議 員 ご答弁ありがとうございました。しかしですね、これは住民の

考え方というのが一番大事だと私は思っております。近々住民説

明会を特別委員会としても開催するわけでございますので、その

時はやはり町長もご出席頂いてですね、住民の声を十分に聴いて

頂きたいなぁというふうに思っております。広報説明会の時にで

すね、いろいろ由岐地区・日和佐地区からもご意見がございまし

て、町長は選挙に立候補された時は「住民対話の行政を進めるん

だというようなことを言われておったけれども、余り由岐の方に

も来てくれない」、そういうようなご意見もございましたので、や

はり首長選挙なんかが迫っておりますので、そういうこともひと

つ勘案頂いてですね、できる限り前向きで取り組んで頂きたいと、

住民の位置を最大の条件にしてですね、住民がやってくれと言え

ば鳴門教育大学の山本準教授が言われておりますように、ある程

度の出費があるとしても、それは民主主義のコストとして当然支

払わうべきものだというように思っております。ただ単に費用対

効果だけで考えるべき問題ではない、知る権利、住民の知る権利、

これ非常に大事な権利でありますから、ほのあたりをひとつ踏ま

て今後もひとつ町長にお取組を頂きたいと思います。この点につ

いては終わります。 

議 長 永本議員 

7 番 議 員 2 点目をお願い致したいと思います。課の再編成、特に産業振

興課は本町の全産業を一括りにして最終 1 人の課長に全責任を持

たせる仕組みになっておりますが、かなり無理があるのではない

かと考えます。商店の廃業が相次ぎ、住民の生活文化が大きく破

壊され、先祖の代から長らく続いてきた住民の絆が大きく失われ、

限界の町から消滅の町へ没落の大行進が始まったのではないか。

農村社会の限界集落から消滅集落への大行進も止めることが出来

ない大きなうねりとなってきております。大きな期待を持って作

られた産業施策検討懇話会、これについても有名無実で空洞化し

ているのではないかという厳しいご意見が町の方からあるいは村

の方から出てきております。ＩＴ、ＳＯにうつつを抜かして基幹

産業の凋落衰退を放置しているのではないかと言う厳しい住民の

声が届いております。農林水産業の 6 次産業化、企画観光部門の

新産業の開発、商工業の再生等々、現実は長い長い休眠状態にあ

ります。農林水産課、商工観光課を 2 分して専門化、深化を図っ
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ていくべきだと思っております。町長の所見を求めます。よろし

くお願いします。 

議 長 町長 

町 長 ご答弁をさして頂きます。美波町では合併後、簡素で効率的な

組織機構を目指しまして、組織機構及び事務事業の見直しを随時

行ってまいりました。組織の機能につきましては、「統合」と「分

割」を数次に渡って実施致しまして、その結果、合併時に 17 あっ

た課等が現在 14 となっておるところであります。また職員数も合

併前に比べまして 30 名程度減っております。一方で、それぞれの

課等の業務量は、地方分権による権限委譲や新規事業等により増

えている状況であり、さらに増える傾向でもございます。お尋ね

の農林水産と商工観光を分割して、専門化、深化を図るべきって

いうようなことでございますけれども、現在の職員数の中で分割

するとなると、産業振興課は農・林・水・商工・観光及びそれぞ

れのジョイントによる行事・イベント等が数多く抱える課である

ため、業務量の時期的増加に対して柔軟に対応することができな

い恐れもあることから現在のところ産業振興課の分割は考えてい

ませんけれども、今後におきましは、事務事業に対応し行政課題

を解決しながら持続可能なまちづくりを推し進めていくための組

織・体制づくりには、必要に応じて行って参りたいと考えている

ところでございますので、ご理解を賜りたいと思います。また産

業施策検討懇話会については、3 月議会で北山議員さんに答弁を

させて頂いているとおりでございます。その後の新たな動きと致

しましては、今月 2 日に第 7 回目を開催をさして頂いております

が、今後についても随時開催していく所存でありますので、合わ

せてご理解を賜りたいと思います。以上答弁とさせて頂きます。 

議 長 永本議員 

7 番 議 員 見解の相違ということがあろうかと思います。これだけの大き

な本町の産業全般を 1 人の課長に全責任を持たすということにつ

いては、相当な無理があるんでないかと思うわけでございまして、

各産業にですね、細やかな目配りが出来てないのではないのか。

簡単な話でございますけれども、以前から問題になって取り上げ

ておりましたドクダミ栽培ですね、昨日実際に作っておられる小

部さんに話を聞いてきましたけれども、1 回目の刈取りで 1 畝の

田んぼから 900 ㎏生の草でキロ当たり 60 円、1 畝の田んぼで 1 回

目に 55 千円の収入があったと。1 反に直せば、簡単に直せば 550

千円、2 回刈をすれば 1 反に 1,000 千円と言うような数字が出て

くるわけで、そのとおりになるというわけではありませんけれど
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も、およその数字が出てきておるわけでございます。それからも

う 1 点はこの場におられます中川先生とヤギの件について那賀町

へ先般視察に行ってまいりましたけれども、貴重なご意見を頂い

てまいりました。というのはですね、ヤギを飼っておけばサルが

来ないと、原因は分からない。ちゃんと本にも載っておりました

けれども、このあたりもうちょっと調べて本当にそれはそういう

効果があるのであればですね、それを活用して行けば防護柵があ

るのか、なくても実行できるのんでないか。こういった細やかな

指導といったものがですね、町の方ではできてないというふうに

思うんですよ。ドクダミについてもですね、実験ばっかりやっと

ったってしょうがないで、片一方もう商業化して実行しておられ

る方がおるじゃないですか。こういう方のご意見を聞くべきだと

思んです。それから産業施策検討懇話会が空洞化しとるんでない

かと、これについてはですね、本町の前副町長でありました中東

さんから電話を頂いて、「頑張って下さいよ」と「商工の方でも商

店の廃業ばっかり続いて、全くわしは肩身が狭いんじゃ」という

ようなご意見でございました。そういうことから質問さして頂い

たわけなんですが、ここはひとつ町長のですね、決断力というも

んが問われるのではないかと思っております。そういうことを 1

つ要望申し上げまして、この点については終わります。 

議 長 永本議員 

7 番 議 員 3 点目、サテライトオフィス誘致協定。これについては 5 月 7

日同じく徳島新聞の記事によりますと、美波町ＳＯ誘致協定とあ

りますが、5 月 26 日現在 13 社まで全てこれ津波浸水区域内にあ

ります。今後の誘致については津波防災の立場から、あるいはま

た町内全体均衡ある発展、これを図るためには農村部の方に配置

をして頂ければありがたいなぁと思っております。これについて

町長の見解を求めます。お願いします。 

議 長 町長 

町 長 サテライトオフィス誘致関係についてご答弁を申し上げます。

美波町におけるサテライトオフィスの取り組みは、平成 23 年度に

徳島県が限界集落の活性化を図る「とくしま集落再生プロジェク

ト」の取り組みの 1 つとして、全国でも有数のブロードバンド環

境を活用したＩＴベンチャー企業のサテライトオフィス誘致の呼

びかけに、サイファー・テック株式会社が本町へ進出を意向を示

して頂き、平成 24 年 5 月 25 日に美波町文化交流施設にサイファ

ー・テック株式会社「美波 Lab」が開所したことから始まりまし

て、現在 13 社の方に進出して頂いております。また、サテライト
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オフィスの取り組みは「新しい働き方」「新しい生き方」等とも

相まって、地方創生の切り札の 1 つとして期待されているところ

でもあります。 

今後の誘致につきましては、「津波防災また町全域の均衡ある

発展を考えて、農村部に配置すべきでないか」っていうようなお

尋ねでございまして、端的に申し上げまして、サテライトオフィ

スにつきましては、私自身は「農村部に配置すべき」または「農

村部に配置すべきでない」っていうような極端な考え方は持って

おりませんで、サテライトオフィスを設置するは企業さんってい

うのは、ある意味伊達推挙で来とうわけじゃなくて、それぞれ企

業の「課題解決」や「変革」また「さらなる成長」を求めて来ら

れております。ですから町と致しましては、その来られる企業さ

んに対しては、「この地域についてはこのようなリスクがありま

すよ」と、先生おっしゃられた「津波の影響も受けます、浸水区

域でもあります」っていうようなことの情報をお伝えした上で、

最終的にはその社長さんがリスクも含めて経営者としてご決断さ

れ選んで頂いていると、いうようなところでございますので、今

後につきましても、こちらの方にサテライトオフィスを誘致した

いという企業の方々には、今まで同様に、それぞれ先生がおっし

ゃられた農村部に行きたいって言う方については、農村部に行っ

て頂くし、海岸で今の来て頂いている人達のように、サーフィン

がしたいであるとか、釣りがしたいであるとか言うようなことで、

海の見えるところに住んでみたいって言う方には、そのようなか

たちで、相手方の希望を伺いながら、進めて行かして頂こうとい

うふうに感じておるところでございますので、ご理解を頂きたい

と思います。 

議 長 永本議員 

7 番 議 員 この問題につきましては、1 週間ほど前に地域活性化支援会社

の吉田基晴社長と直接話をさせて頂きました。ということで「今

までその点に気が付かなかった」というようなことを言っておら

れましたが、「津波の恐ろしさというものをよう頭の中に入れとか

ないかんでよ」ということを申し上げて、そういうことで今後に

ついては農村地域に来て頂きたいと思うんですけれどもなっとい

うような話を致しましたら、「分かりました」ということでござい

ましたので、それから先の話はしておりませんが、基本的に町長

先ほど申されたように、全町の均衡ある発展を進めて行くという

のが我々の立場でなかろうかと思うので、今後は吉田社長にもそ

ういった意味から農村部の発展に協力してもらうというようなこ
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とで進めて行きたいと思いますので、町長の方もその点ご理解を

頂いたらありがたいと思います。これを持って私の質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

議 長 以上で永本議員の一般質問は終了しました。 

続いて 12 番中川議員の一般質問を許可致します。 

中川議員 

1 2 番 議 員 私はこの 3 月議会、前の 3 月議会で臨時職員の処遇改善につい

て質問を致しました。特に前回では臨時職員の年次有給休暇の付

与について質問をしました。特に労基法、労働基準法どおりの日

数を付与するように改めるべきだということでしました。と同時

に、板野町ではこの 4 月から労働基準法を上回るようなそういう

改善をしておると、ほういうことでいっぺん調査をしたらどうか

と。また労働基準監督署なんかに、「町の規定は法に違反している

かどうか聞いたらどうですか」と、ほういうふうに言うておりま

したが、それはやって、調査とか相談はしたんでしょうか、と言

うことをお聞きしたいと思います。前回の 3 月議会の時の町の答

弁は、臨時職員を採用する際に「1 年、長くても 1 年限りですよ、

この 1 年間で年休は 10 日間あります」と、そういうことで労働基

準法どおりだと、そういうお答えでした。労働基準法は雇用して

6 か月経過したら 10 日間となっていますが、その後年数を経るに

したがって 6 年半後には 20 日間と、それの時効がありますから、

そんなんも入れたら正規職員の場合には 40 日もあるとなってい

ます。ところが町の臨時職員の場合には規定で何年間やっても 10

日間のままと、繰越は「年度内では繰越すけれども、それ以上は

できません」と、そういうお答えでした。しかしこれは労働の最

低基準を定めた基準法に明確に違反しておると思うんですが、そ

してこの町の規定は無効だと考えるんですが、町の見解を求めま

す。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長 お答えさせて頂きます。議員がおっしゃられた板野町に問い合

わせてみました。それで問い合わせた結果、昨年度からでござい

ますが、継続して雇用した場合は年休を次年度に繰り越している

ということでございました。ただ中断期間というのは設けていな

いとのことで、美波町とは少し違った雇用方法かと思っています。

臨時職員の採用につきましては、地方公務員法第 22 条第 5 項に基

づき行っております。地方公務員法では、臨時的任用を行う場合

の任用期間として、「6 ヶ月を超えないものとし、6 ヶ月を超える

期間内で更新することができる。再度更新はできない」とされて
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おります。このことから、美波町では同一の者を採用する場合で

も雇用を一端中断して、新たに雇用をしております。このことか

ら年次有給休暇の繰越は出来ないものとして判断を致しておりま

す。ただし、他町では年休を次年度に繰り越しを行っているとい

うこともあります。制度的にも複雑なものとなっておりますこと

から、その他の町村の状況も踏まえながら、その取扱いについて、

今後研究をさせて頂ければと思っておりますので、ご理解頂けれ

ばと思います。以上答弁とさせて頂きます。 

議 長 中川議員 

1 2 議 員 問い合わせをしたということであります。それはありがたいと

思っております。ただ今度の 7.4 総務省通知これによりますと、

労働基準法における年次有給休暇の付与にかかる継続勤務の要件

については、勤務の実態に即して判断すべきものであるので、期

間の定めのある労働契約期間の終期と始期の間に、短時日の間隔

を置いているとしても、必ずしも当然に継続勤務が中断されるも

のではないことに留意することと指摘して、中断期間があっても

実態を見て、実態が続いとんだったら継続勤務扱いにすると、ほ

ういうことになっております。これは労基署に聞いても同じであ

ります。ですから、検討して下さるということなんですが、やは

り 10 日のままで置いておくというのは、あきらかに違反でありま

す。早急に改善して頂きたい、こう思います。検討というお答え

だったんですが、もう一歩進めて早く解消して頂きたい。という

のはね、この問題は総務省 7.4 総務省通知とか労基署が見解を示

しておるんですが、それを受け入れて早く継続勤務ということを

認めて、さっき言うた基準法に沿ったそういう扱いをして頂きた

い。本来こうやって臨時というんはあくまでも臨時の仕事なんで

すけども、実態としては何年もやっているということは、本来は

正規の職員でやるべき仕事でありますし、ですからそれを安い低

い条件労働条件の下で頑張っておるわけですから、それに見合う

待遇を、処遇を改善するようにお願いしたいということを強く求

めてこれについては終わりたいと思います。検討をね、しますと

いうことですが、もう一段突っ込んでお願いしたいということを

お願いしておきます。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長 議員おしゃられる総務省通達については、私の方でも十分拝見

させて頂きながらですね、もちろん検討さして頂きますので、そ

の辺につきましてはご理解頂けたらと思います。よろしくお願い

致します。 
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議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 それについてはよろしくお願いします。また場を改めていきた

いと思います。 

次に 2 番目に仮設住宅についてであります。熊本地震からちょ

うど 2 ヶ月が過ぎ、そしてこれを見ていよいよ南海トラフ巨大地

震とその津波の災害ってのがいつ来てもおかしくないなというふ

うに感じるようになりました。特に熊本については、私 30 年以上

前から訪れておるんですが、そういうことは、地震なんていうこ

とは想像もしなかったわけですが、そういうところで今回非常に

大きな地震が発生して、しかも 1 ヶ所に留まらずそれが辺に広が

っていると、ほういうことから次は四国に来るんじゃないかと、

そういうふうに思って大変不安になりました。美波町もこの今度

起こるであろう南海トラフ巨大地震で、これに伴う津波が心配さ

れているんですが、沿岸部について見たらほとんどの家屋が流出

するんじゃないかと考えられるところです。津波については生き

残るということを第 1 に考えて、避難路などかなり出来ていると

思うんですが、ただその後のことが心配です。東日本大震災や熊

本地震など見ていても、復旧にはものすごい時間が掛かっていま

す。熊本では 2 ヶ月経ってやっと仮設住宅に入り始めたと、ほう

いうことで 2 ヶ月はどないぞして雨露をしのがなくてはいけない

ということで、一刻も早く仮設住宅をつくることが大事になって

くるわけであります。しかし今回起こるであろう 30 年間に 70％

の確率で起こると言われておりますが、このもし地震が来た場合、

西日本の広い範囲で大規模な被害が予想されるということで、支

援の手っていうのはなかなか届かないんじゃないかと言うことが

予想されるわけであります。特に今後起こると予想されている南

海トラフ地震については、5 年前の東日本大震災と比べていくつ

か相違点が指摘されています。例えば東日本は陸から遠いところ

で起こったけれども、南海トラフってのは比較的四国に近いと、

そしてそのために津波の到達時間が早い。十何分ですか、ここら

でね、それから震源も近く、そのために揺れが非常に大きくなる

と。つまり津波は早い、大きな津波は早く来る、ゆれも起こる場

所にもよるけども近いので、東日本よりは強いだろうと、こうい

うことが言われております。しかも東日本と比べて余震が、余震

というか前兆が少ない静かな大地震だということですから、本当

にいつきてもおかしくないと。こういう状況にありますし、さら

にこういう社会的なというか条件としては名古屋とか大阪といっ

た中心的な工業地帯っていうのがあって、大都市もあって、人口
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も格段に東北よりも多いと。だから助けに来ようにも、助けに来

れないんじゃないかと、もちろん交通や通信・物流などほんなん

も被害大きくて、そういうことで復旧・復興ってのは非常に困難

だろうと。そういうことで、やっぱり早いうちに地震津波、被害

を少なくすことと同時に仮設住宅、せっかく生き残ってもその後

の避難生活の中で死んでいくやいうことがなんとしても防ぐため

にも、仮設住宅の建設を急がなければいけないと。そのための計

画というのはあるのかと、ほういうことをお聞きしたい。また仮

設住宅とはいかなくても、避難所となる施設そのものがあるんか

という、その 2 つについて特にお聞きしたいと思います。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長 それでは私の方からお答えをさせて頂きます。平成 28 年度に県

単補助金を活用致しまして実施予定でございます「事前復興まち

づくり計画策定事業」の中で、平成 26 年に実施致しました「美波

町の事前復興まちづくりに関する住民意向調査」の結果を基に、1

次避難・2 次避難・応急仮設住宅・住宅再建を時系列に応じた施

設、土地利用等の整理について進めていくこととしておりますの

で、その際に仮設住宅用地等の検討をさせて頂き、地域にあった

土地利用を考えていくこととしております。今後は、地区を単位

として地域住民の方々のご意見等をお伺いをしながら、事前復興

計画として進めて参ることになりますのでよろしくお願いしたい

と思います。以上でございます。 

続けて避難所となる施設はあるのかというご質問にも続けてお

答えをさせて頂きます。現在、町内におきまして津波指定避難場

所として地域防災計画で指定しております避難所は、19 ヶ所あり

まして、由岐地区で 6 ヶ所、日和佐地区で 13 ヶ所となっておりま

す。全体の避難者数からするとまだまだ不十分ではあると思いま

すが、現在考えられる避難場所と致しましては、浸水区以外にあ

る山間部を中心とした集会所や避難場所、それから民家を利用さ

せて頂く民泊、それからテントを利用した避難所なども考えられ

ないわけではないんですが、今後は町内だけでなく近隣の市や町

なども視野に入れた民泊や体育館等の施設も考えていく必要があ

るかと考えます。今後は、自治体間の協定締結や自主防災会の中

で他町等と交流を図りながら、災害時に連携のとれる体制づくり
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を考えていきたいと考えていきたいと思っております。以上でご

ざいます。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 計画については、これから考えていくというようなことだった

と思うんですが、それをね、早くいつ頃にどんなことをやるとい

う、そういうもうちょっと急いでやらんとさっきも言うたように、

いつ起こるか分からん。30 年間で 70％なんて言うても、先ほども

言いましたけれども、あてにならんわけでね、急いで頂きたいと

いうことです。特に私、木岐に住んでおるんですが、浸水想定の

板がありますよね。そこへ登ってずっとこう見渡してみたら、木

岐の小学校の屋上もほのぐらいの高さなんですね。それからする

ともう家屋はもしほの高さがくれば、もう壊滅ですよね。という

ことで、雨露をしのぐ施設っていうのは本当に限られる。そこで

今の公民館のような施設を高台につくる必要があるんじゃないか

と、そういうことでその計画をね、早くやって示して欲しいと、

こう思うんです。これについては大規模な開発、サンクス裏のよ

うな開発と同時に、そうでなくてもっと小規模な、例えば個人の

住宅の移転を促すような、ほういう施策など示して頂きたい。早

く、例えば今でも固定資産税の減免とかほういう制度はあります

けども、なんかそういう総合的なね、町としての計画を早く示し

て頂きたいと思います。 

議 長 消防防災課長 

消防防災課長 事前に高台に移転というようなご質問であったかと思うんで

すが、現在、日和佐地区・由岐地区両方で高台の移転並びに高台

整備というのを計画さして頂いておるところでございますし、先

ほども申しましたように、事前復興まちづくり計画の中で用地等

についても、これから検討していくというような計画になってお

りますので、そういった計画の中で新たな施設用地とか、そうい

ったものに関しましても検討を進めて参りたいと考えております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 そういう町の示す計画言うたら、きっちりしたもんだと思うん

ですけども、そんなんもいいんやけども、個人がね、家を建てた

いと、そういう人もおるわけですから、そういう人に対する支援

をね、含めてやってもらいたいと思うわけです。例えば、細かい

ことは置いておきます。そういことでお願いしといて、また今度

にします。とにかく早よう計画を示して下さい。 
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3 問目は病院の運営についていうことなんですが、3 ヵ月済ん

で津波の被害を受けない病院ができたということは結構なこと

で、今後、町民の福祉の向上に貢献することが期待されておるん

ですが、同時にやっぱり公営企業として経済性を発揮するという

ふうにいうことも求められておるので、この点についてね、一言

だけ、利用者から待ち時間の長さがものすごい長いと、何とかな

らんのかという声がね、実は多く寄せられております。連絡バス

についてもたくさんありますし、診療の時間についてもそうです

し、薬を貰うのに長く待たされたと、そういった声があっちこっ

ちから聞こえてくるんですが、こういう不満の声と同時に、他の

病院へ流れていくことが非常に懸念されております。企業の経営

に係る、極端に言うたら存続にかかわるような問題なので、やっ

ぱり公営企業といえどもやっぱり利用者の声に耳を貸さなければ

営業を続けることができんなくなるわけです。先日の特別委員会

でも様々な声が出たんですが、こういった声に美波町としてどう

答えていくのか、その方針、聞きたいと思うわけであります。こ

の利用者の利便性向上ということについて、どういう方針でいく

のかということが１つと。もう 1 つは利用者の意見や苦情あるい

は相談、たくさんあると思うんですが、これを受け付ける窓口は

あるのかということについてお聞きしたいと思うんです。もっと

具体的に言うたら、前回、前々回の質問では目安箱があるとか、

そういうお答えは頂いたんですが、今回は簡潔に病院の中には診

療及び管理会議というのがあると思うんですが、町にはまたそれ

とは別に公営企業の適正な運営するために運営委員会というのが

設けられておると思うんですが、その活動はどうんな活動をして

いるのかと、それにつてもまた聞きたいと思います。 

議 長 病院事務長 

病 院 事 務 長 それでは私の方からご答弁をさせて頂きます。先般の医療特別

委員会でもお話をさせて頂いたとおりではございますが、方針と

いうことでありますが、やはり住民の方に、特に患者さんの方々

のご意見は充分配慮して院内の会議におきましても、こういう意

見が有った、先ほども言いましたように、先ほど議員からありま

したように、ご意見箱であるとか、直接私なり、看護師なりスタ

ッフにご意見を頂ける方もおいでます。その方々の意見につきま

しても、院内で協議は必ずさせて頂いております。それを持ち寄

っていろいろと検討・改善をしていっているところではございま

す。まだまだすべてが出来ているとは本当に思ておりませんが、

今後も改善にむけて努力してまいりますので、その点はよろしく
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お願いしたいと思います。また相談窓口の件でございますが、先

ほどの答弁と重複するのではございますが相談に関しましては、

受付とか事務職員、病院のスタッフに相談して頂くことをまずお

願いしたいと思っております。それにつきましては、内容におき

まして、事務長・私なり総師長がそれを持ち寄って先ほど言いま

したように、改善をしていくことと致しております。以上答弁と

させて頂きます。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 具体的な意見はようけあるんですけども、次にさっき言うた運

営委員会、これが一体誰が委員になっとって、どんな内容につい

て話し合って、そういう活動状況、これはどんなんでしょうか。

というのは、さっきの窓口とも関係するんですが、やはりどうい

うふうに対応したという結果がね、なかなか見えないもんですか

ら、そういうのをできるだけ広く取り上げて、改善するためにど

んな話し合いをして、その結果どういう対応をしているのか、ほ

ういうことをちょっと聞きたいと思います。 

議 長 小休します。 

（時に 11 時 25 分） 

 （小休中） 

（時に 11 時 25 分） 

議 長 再開します。 

副町長 

副 町 長 私の方から運営委員会のことについてお答えをさして頂きま

す。美波町の国民健康保険病院運営委員会規程によりまして、運

営委員会を設置するということになってございますけども、これ

については現在のところ設置はできておりません。以上答弁させ

て頂きます。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 先ほど事務長あるいは受付、医師に言うてくれとほういうお話

でしたが、それも言える人はいいんですけども、なかなか言い難

いという場合もあるんで、やっぱり利用者、患者の代表も含めた

早くこの運営委員会も開いて頂いて、もう 3 ヶ月になるわけです

から、ええかげん辛抱できんと言う人もおるわけで、そういう方

の答にも素早く応えるためにもやっぱりあらゆる手段を講じて頂

きたいということで、運営委員会もぜひとも開催して頂きたいと、

そういうことを要求します。これについて、いつ頃できるかとか、

利用者の代表ですけども、できるだけ参加できるように、その見

通しというか、もしここで言えるんだったらお願いしたいと思い
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ます。 

議 長 副町長 

副 町 長 今のございました運営委員会の組織なんですけども、委員につ

きましては委員の構成ですけども、10 人以内ということになって

おりまして、その委員の内訳ですけども、利用者及び学識経験者

の内から町長が委嘱するというふうにございますので、これにつ

いては早急に検討してまいりたいと思います。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 早急というのは、まぁどんなんでしょうか。1 週間あるいは半

月、そういうことでしょうか。できるだけそういうのを明確にお

願いします。 

議 長 副町長 

副 町 長 明確にできる場合ははっきりと申し上げますけども、この件に

つきましては、早急ということでご理解を願えたらと思います。

以上です。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 早くお願いします。実際に利用者は困っておるわけですから、

早くお願いします。後、具体的な問題については、また委員会と

かまた他の議員の一般質問もあるかと思うので、これぐらいで終

わりたいと思います。 

議 長 以上で中川議員の一般質問は終了しました。 

続いて 9 番戎野議員の一般質問を許可致します。 

戎野議員 

9 番 議 員 それでは私の質問は大きくは 2 つありまして、美波病院及び日

和佐診療所の運営とサービス改善について、それとですね、企業

誘致と及びＳＯ誘致と地域経済町活性化の取り組みについてお尋

ねをしてまいりたいと思います。 

先日、医療の特別委員会でも報告がありましたが、まず 1 点目

にですね、美波病院・日和佐診療所の運営とサービス改善につい

てでありますが、非常に入院の患者数及び外来患者数が減少して

いるということであります。その要因と対策について、先ほど同

僚議員の質問もありましたが、その重なる部分は除きまして、そ

の点について聞いていきたいと思います。まず始めにですね、運

営計画を踏まえて美波病院の病床利用率、現在病床 50 床のうち今

後その利用率は変わったのか、その目標について先にお聞きして

おきたいと思います。特に先日の医療特別委員会で出されました

昨年 3 月から 5 月の由岐病院からの美波病院の入院患者は、入院

の集約があったので 1 日平均 16 人から 25 人と当然増えているも
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のの、病床 50 床の半分しか入院していない。新しく病院機能が充

実され、向上が図られたはずなのに由岐・日和佐病院に 2 病院時

よりずっと入院患者が減ったその要因は一体何か。把握検討して

いるはずと思いますが、目標の病床利用率より減った原因をどの

ように考えているのか、今後またその改善対策を説明をされたい

と思います。美波病院の外来患者の減少について具体的に由岐病

院時、1 日平均 84 人、昨年ですね、から集約されて増えるはずと

思っておりましたが、美波病院で約 72 人と 15％ぐらい減少して

いると、1 日 72 人と減ったと報告がありました。それぐらいはも

ともと人口の自然減による範囲だというふうな町長からの説明も

ありました。外来患者の 1 日平均目標、以前は 100 人と整備方針

等に掲げていたのではなかったかと思います。このような状況で

収支改善は図って行けるのか。過疎自立促進事業 5 ヵ年計画であ

りますが、その中に置いては病院関係、運営補助金として毎年 1

億円の補助を計画はされているようですが、この状況で 1 億円の

補助で収支見込みは大丈夫なのか。利用者が減る中で、自治体病

院の収支の改善について見通しをお聞きし、重点対策改善へ向け

ての取り組みを聞いていきたいと思います。これは開院されたも

のの、住民が町の病院を自分たちが利用する病院として捉え切っ

ていないのではないか、利便性が悪くなった上に病院が地域住民

との信頼が無くなっていくことで利用しなくなる。診察待ち時間

が長くサービスが悪くなるので他の病院へ行くなど、その要因と

対策を初めにお聞きしておきたいと思います。再診予約制や待ち

時間を少なくすることに対して、医師の補充による患者の振り分

けや予約者の受診中の診察時間表示の工夫など少しは見られるも

のの、まだ待ち時間は長いことへの苦情を町民から聞いておりま

す。要因として電子カルテ導入によるのデーター投入に時間が取

られているとの説明が先般でも出されておりましたが、慣れるま

での時間とは申せ、電子カルテ導入のメリットが活かされている

のか、医師への入力負担を軽減させるために専門職員を例え費用

が掛かろうと配置するのも当面必要ではないのかという案もござ

いました。今後待ち時間短縮等サービス改善に対して、どのよう

に取り組んで行くのかさらに詳しくお聞きしたいと思います。 2

点目にですね、病院、美波病院が開院後、日和佐診療所から入院

患者を紹介して送る場合、また介護施設そこにも診療所があると

ころもございますが、そここから入院の紹介・搬送による患者の

受入れの実態はどのぐらい開院後あったのか。その連携は図られ

ているのか、2 番目に聞いておきたいと思います。3 番目にですね、
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サービス改善のための診察の待ち時間案内が電子表示できないの

であれば、日和佐診療所で現在行っているように、アナログ的に

診察受付番号と診察経過表示を分かりやすい掲示板で受診科前に

表示して、自分の待ち時間の把握ができるように改善はできない

のか。今の予約診察の表示では私は不親切ではないかと考えます。

4 点目にですね、送迎バスの運行の実態の報告が委員会でもあり

ましたが、日和佐診療所から乗車した見舞い客を含めた利用客が

今年の 5 月では 20 名、つまり 1 日 1 人程度という報告がございま

した。利用減少の要因は一体どこにあると把握しているのかお聞

きしてまいりたいと思います。送迎バスの発着の時間帯なのか、

間隔等の不便さなのか、公共交通による民間バスに期待するのは

企業経営上厳しいところがあると思いますので、さらに由岐搬送

班を活用して由岐地区を巡回させる。日和佐地区へについては配

車を現在の専用車で便数と出発地を駅前や役場前等増やして利用

しやすい低床バスへの検討ができないのか聞いていきたいと思い

ます。あとですね、1 問目の中の日和佐診療所の運営とサービス

の改善について 1 点だけ聞いておきたいと思います。入院が無く

なったとはいえ、外来患者も日和佐病院から約 2 割昨年春より減

っている実態であります。目標 100 人に対してこの状況ではとて

も無理だと思いますが、減少した要因と今後の収支改善策を聞い

ておきたいと思います。阿部診療を含めた毎年 60,000 千円の特別

会計運営繰出金が自立促進の計画で出されておりましたが、今後

ですね、これの収支に対して十分やって行けるのかどうかの方針

的な見通しをお聞きしておきたいと思います。以上 1 点目につい

てご答弁をお願いを申し上げます。 

議 長 病院事務長 

病 院 事 務 長  それではご答弁させて頂きます。まず始めに美波病院の入院・

外来患者につきまして、まずは外来の方、ご説明させて頂きます

と、当初の目標の外来患者数との差につきましては、現在のとこ

ろ、主に原因は図りかねますが、先ほども議員からおっしゃって

頂きましたように人口減少であるとか、通院時の地理的利便性の

問題、専門医への受診など、様々な要因が複雑に絡んでおると考

えております。また入院患者数につきましては、入院されていま

した方々の死亡・退院であるとか入院患者へ対応できる医師の不

足により目標数に達しない 1 つの要因と考えております。対策と

致しましては、現在、開設当初要望致しておりました、内科・外

科・整形外科・脳神経外科のうち脳神経外科につきましては、 6

月から月 3 回午後からの半日ではありますが、診察ができるよう



 【58】 

になったことにより外来患者数の増に繋げていくこと。2 つ目に

スタッフ内、院内でのインシデント、事象の共有であるとか、改

善策の協議を今後も引き続き行っていくこと。3 点目には、病院

スタッフの電子カルテの習熟度を高めていくことを行っておりま

す。また収支改善策としましては、専門医の確保による新規患者

の確保とリハビリテーション部門の充実を図っていくこと。常勤

医師の確保による入院患者の増などが考えております。また現在、

常勤医師・専門医師の確保や、健全な病院運営を行うべく、徳島

県が主導し、昨年度から検討を始めております海部・那賀モデル

プロジェクトにおきまして、海部・那賀地域の医療復興、良質か

つ適切な医療が効率的に提供される強固な体制確保を理念とし、

人事交流と人材育成を 1 つの柱として検討を始めたところでござ

います。今後このプロジェクトを推進し、協議・検討を重ねてい

きたいと考えております。また常勤医師・専門医師の確保につき

ましては、議員各位におかれましても、ご理解、ご協力のほどよ

ろしくお願いしたいと考えております。続きまして病院と診療所

管の連携につきましては、診療所の方から入院紹介、また退院さ

れた後、診療所への通院などの連携を現在は行っております。介

護の連携につきましては、先ほど言いました、議員からのご質問

の中にありました人数把握等はちょっと今こちらではしておりま

せんが、町内介護施設からの入院などについては、医師の判断に

より行っております。患者の病症等により判断は変わりますので、

紹介された患者全てを受け入れるのではなく、個々の事例によっ

て変わっていくこととなっております。また現在は介護施設が、

町内にねんりんとヒワサ荘がございますが、配置医師の紹介状も

なく全て受け入れているということでございます。またヒワサ荘

の入院患者を診ております日和佐クリニックとは連携の協定を結

んでおります。施設の患者は疾患を多く抱えており、悪化時の入

院・加療を美波病院の方で行っているようになっております。最

後に診療待ち時間等につきましては、先般の医療特別委員会でも

ご質問がたくさんありましたが、待ち時間等につきましてはスタ

ッフ内での協議により、予約時間の設定、また診療時間の誤差に

ついてその原因の究明と対策を講じているところでございます。

その中から先ほどもありましたように、予約時間、予約をされて

いる方の今何時の方をしているっていような表示をさせて頂いて

おりますが、今後も検討協議を行いまして、さらなる改善策を進

めて行けれたらなぁと思っております。以上答弁とさせて頂きま

す。 
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議 長 総務企画課長 

総務企画課長 私の方から病院連絡バスの件についてお答えさせて頂きます。

日和佐診療所前から美波病院への利用減少についてでございます

が、確かに 3 月は 61 人の利用者がございました。それで私の知っ

ている限りでは入院患者さんの死亡によりまして、その付添いと

いいますか、の方がご利用されなくなったっていうことが 1 つは

考えられます。ですから毎日そういったかたちで利用されていた

方が 1 人減ったということで、非常にそれが大きく響いているも

のと思っております。それから低床バスの導入につきましては、

これについては財源も含めて検討させて頂きたいと思っておりま

す。以上です。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 では再問させて頂きます。今、介護とかそれから日和佐診療所

からの入院の紹介とかそういうことについては、医師と十分相談

をしてですね、医師の判断によって受け入れるということで、ね

んりんについてほぼ全部受けて入れてきたと、ヒワサ荘について

もそういう受け入れる体制の説明がありましたが、これは今現在

空ベットが半分ということなので、入院の患者の紹介は医師が拒

否しない限りは充分対応して、そして受入れしていくというふう

な理解をしておいていいんでしょうか。それが 1 点と後ですね、

電子カルテ導入によりいろんなサービスの改善が図られたと、そ

のために導入をし、それが診察券と連携をしながら利用者にとっ

て有益なものになったというんも部分的にはあるかと思いますの

で、どのようなサービス改善が図れたのか、その点をさらにお聞

きしておきたいと思います。 

議 長 病院事務長 

病 院 事 務 長 現在のところ、先般もお話させて頂きましたが 6 月 13 日にお

きまして、入院患者につきまして 33 名となっております。現在本

日で 32 名ですかね、方が入院はされております。徐々にでありま

すが、入院患者さん増えております。ただ先ほども申しましたよ

うにマンパワーの不足っていうところもありますので、これから

ももっともっと医師確保に向けて検討させて頂きたいと思ってお

ります。後、電子カルテにつきましては先ほど言いましたように

表示であるとか、後、スタッフ内の共通理解のもと診察につきま

してはまだまだ時間等長くかかっている方、時もあるんではあり

ますが、それが終わった後につきましては、料金であるとかお薬

をお渡しする時間っていうのは、短くなってきたと考えておりま

す。以上です。 
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議 長 戎野議員 

9 番 議 員 私はまず最初に初めに聞いたように、病床利用率この 50 床だ

いたい 70％ぐらいがどことの病院も入院患者のそういう利用率

はそういうふうになってるように聞きますが、この 33 名っていう

んが 1 つの目標なのか、50 床のうち最初に聞きました病床利用率

のいくらにしているのか、それを聞いておきたい。それと電子カ

ルテの導入についてももっと利用者にとって意味があるために導

入した、そのメリットが出るようにして頂きたい。それから待ち

時間の表示も今のような表示ではだめだと思いますので、現在そ

の自分の時間前にどれだけの人が今診察し、さらにどの程度の患

者が自分の前にいるのかを表示できるように改めて欲しいと思い

ますので、その点についても最後にお聞きしておきたいと思いま

す。 

議 長 病院事務長 

病 院 事 務 長 入院数につきましては、当初の目標が平均の 43 名となってお

りましたので、まだまだ 33 名が目標だとは思っておりません。で

すのでそれに目標に向かいましてスタッフ全員でできる限りのこ

とはさせて頂きますし、まだまだ足りない部分につきましてはこ

れから検討をさせて頂きたいと考えております。表示等につきま

しても、スタッフで先ほど議員から提案ありましたことにつきま

しても、日和佐病院時代の看護師等々もおります。その方々と病

院スタッフ内でも協議は重ねておるところでございますし、さら

なる改善はこれから進めて参りたいと考えております。以上です。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 質問に対して、収支の予定とかそういうものはまったく解答は

ないんですが、一生懸命やるんだという気持ちをいっぱい出して

頂きました。それに期待をしておきたいとは思うんですが、やは

り病院の経営が成り立たなくなって、その原因の大きなものに利

用者が行かないっていうふうな、そのためにならないようにサー

ビスの改善を図ると意味での私の質問でございましたので、今後

さらに努力をお願いして 2 問目の質問に移りたいと思いますがい

いですか。 

2 点目の質問でございますが、2 点目は企業の誘致と地域経済

活性化への取り組み効果等についてお尋ねしてまいりたいと思い

ます。町長提案でも報告がございました。株式会社まめぞうデザ

インが事務所開設することで 13 のサテライトオフィスが開設さ

れたというふうに大きくマスコミで取り上げられております。過

疎自立促進計画でも特別事業としてサテライトオフィスの誘致事
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業において、ＩＴ企業のサテライトオフィスを積極的に誘致して

いくということで、本町での公民館の活用と豊かな自然環境での

頭脳作業の精神及び健康面でのケアを図りながらＩＴベンチャー

の誘致や企業を積極的に行うことによって新たな雇用を生み、場

所を問わない働き方がいわゆるＩＴによってなされているってい

うことで、そのために県内トップ、光ファイバーの光ファイバイ

ー網をうまく活用してトップクラスの誘致を町長はじめ一生懸命

なされていると思います。そこで 1 点目にですね、この小規模事

業等企業支援事業が 15,000 千円で起業促進として今後の自立促

進計画で出されておりますが、その起業支援制度の成果はどうな

ったのか、その点についてこれまでとまたこれからの予測につい

てお聞きして行きたいと思います。ＩＴ企業の進出によて、誘致

への補助・支援に対する地域行政への具体的な波及効果を聞いて

おきたいと思います。2 点目にですね、地域の経済が衰え今日個

人商店が廃業して行くこの町で、片一方では華々しくサテライト

オフィスの誘致が報道され、地域経済が活性化されているかの様

相でございますが、その実態効果が住民に理解されていないため

か、サテライトオフィスだけに補助金支援がなされているのでは

ないかという町民からの意見をよく耳に致します。つまり既存の

1 次産業を中心とする産業や地元企業、商店にサテライトオフィ

ス同様な支援をするべきではという意見の裏返しではなかろうか

と思います。これは地元事業者の存続のための支援・補助も大事

でこのままでは既存商店が無くなっていくばかりと住民はＩＴ事

業支援に偏る不安を持っているのではないかということでありま

す。そこでサテライトオフィス誘致と地域・行政への波及効果に

ついて 2 点目に質問してまいります。それで 3 点目にですね、既

存の地元産業・業者とサテライトオフィスとの連携による波及プ

ラス効果は、どのように図られているのか、具体的にＳＯ誘致に

よる地元町民の雇用は 13 社来てですね、何人あったのかをお聞き

したいと思います。人口の社会増が大きく取り上げられておりま

すが。実際に転入して移住された方は 13 社で何人増えたのか、地

元出身者のＵターン等の受け皿に繋がっているのか、お聞きした

いと思います。もちろん宿泊や消費など間接的波及効果は当然大

きいとは思いますが、これまでの補助金の支援合計に対して、Ｓ

Ｏ誘致による雇用と 13 社の法人税を含めた税収の増加がどれほ

ど見込めたのか、町の法人税収入も減っている中で、将来的にＩ

Ｔ企業を中心とする拡大方針による町財政は長期的に安定してい

くのか、その点もお聞きしておきたいと思います。住民の理解を
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深めるためにも実績と将来の費用対波及効果の見込をお聞きして

おきたいと思います。3 点目にですね、サテライトオフィスの企

業誘致で税収と雇用の拡大が今後見込まれていくだろうと思われ

ます。しかし税収や雇用効果の実態が非常に不透明で分かりにく

いと、公的補助で誘致への改修補助や支援を行ってきたと思われ

ますが、その実績。特に企業誘致・立地で町の活性化を図るとい

うのであれば、安定雇用・正規雇用が必要でございます。地元へ

の雇用効果はどの程度あったのかお聞きしたいと思います。4 点

目に企業進出に対して優遇措置や支援策を行い、誘致したからに

は企業は社会的責任を伴います。この点、撤退となれば影響が出

る訳でございますが、企業責任を明確にした規定が必要と考えて

おりますが、どのように対応しているのか。ベンチャー企業相手

に限らず企業誘致で優遇を受けた企業の撤退について、社会的責

任を果たせるための歯止め措置の規定はしていないのではないか

と思いますが、補助金を出すときの誘致企業との協約もしくは契

約をどのようにしているのか。企業誘致での補助を行う場合、創

業義務付け期間の規定が必要となるのではないかという点でもあ

ります。撤退時の返還制度は企業時の補助とベンチャー企業から

福祉の分野、ＳＯ、コールセンター、観光・宿泊事業等これから

多様に広がっていくと思われますが、具体的な契約規定づくりを

どのように考えて行こうとしているのかお聞きしたいと思いま

す。お願いします。 

総務企画課長  私の方から一括してご答弁させて頂きたいと思います。地方創

生・企業支援制度の成果として、サテライトオフィス誘致につい

ては今年 3 月にまめぞうデザインが進出頂き、全体で 13 社となっ

ております。ちなみに平成 27 年度では 3 社となっております。次

に小規模事業起業支援制度では、平成 26 年度から計 6 件の支援を

行っておりまして、平成 27 年度では全体で 4 件で、内 1 件がサテ

ライトオフィスとなっております。次に、サテライトオフィス誘

致による人の流れについてでございますが、分かりやすい数値と

して移住者数では今年の 5月末現在で 33名の方が住民票を美波町

に移して頂き住んで頂いております。人の流れと致しましては常

駐でなく循環型のサテライトオフィスもあることからその他にも

多くの方々が美波町に滞在して活動して頂いております。成果と

しては、地域貢献など数値では表せない成果もあることから、そ

の辺もお含み頂きまして、ご理解頂ければと思います。 

 次にサテライトオフィス誘致の補助と致しましては、町で行っ

ている補助と致しましては小規模事業起業支援制度があります
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が、先ほど申し上げましたが現在のところ 1 件のみが対象ととな

っております。その他の補助と致しましては徳島県企業支援課所

管の補助制度として通信料や賃貸料などにの補助である徳島県ふ

るさとクリエイティブ・ＳＯＨＯ事業者誘致事業補助金がござい

ます。また、1 市 4 町で組織する四国の右下若者創生協議会では

「四国の右下」サテライトオフィス認定制度を設けまして、レン

タカーなどの移動手段の助成や宿泊費などの滞在費用への助成な

どがございます。また、サテライトオフィス誘致の直接的な補助

ではございませんが、住宅改修に対しましての住宅促進補助金な

どもございます。波及効果については、直接的なものでは住宅改

修などによる地元業者への発注や、間接的なものでは、誘致を先

導的に取り組んできたことに伴いまして、いろいろな形での美波

町の情報発信がされることにより町の知名度が向上し、視察など

の交流人口の増加など経済的効果をもたらしていると推測できま

す。この小規模事業起業支援制度につきましては、サテライトオ

フィスのみでなく、町内で在住の方の起業も支援しているという

ところもご理解頂ければと思います。 

 次に地元業者との連携については、山河内にありますオドリキ

ッチンについては、開業に際しては株式会社あわえがプロデュー

スを行ったとお聞き致しております。また、業者にはならないか

と思いますが地元商品のラベルのデザインなども行ったりしなが

ら地元の方との連携もされているとお聞き致しております。サテ

ライトオフィスについては、様々な業務内容があることから地元

業者との連携方法も様々な形があるかと考えられます。次に、雇

用効果につきましては、サテライトオフィスでは、現在のところ

地元雇用は 2 人となっております。これは業務内容が専門的な知

識を必要とするところもあることから少なくなっていると考えら

れます。小規模事業起業支援制度では全体の雇用者数となります

が 16 人を雇用頂いております。企業誘致が難しい中、サテライト

オフィスや起業を支援することで、少人数にはなりますが新たな

雇用を生み出す手法として、今後も引き続き取り組むことと致し

ております。  

次に補助金の返還制度等についてですが、先ず、町の支援制度

でございます小規模事業起業支援事業については要綱の規定の中

に支給の中止及び返還の規定がございます。その規定に該当した

場合は支給の中止又は返還を義務づけております。まず規定の第

1 号では、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。2 号では、

補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。3 号では、偽りそ
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の他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。4 号では、こ

の要綱の規定に違反があったとき。 5 号では、事業開始年度を含

め 3 年以内に事業を休止又は廃止したと認められるとき。6 号で

は、5 年以内に町税等の滞納を生じたとき。となっています。次

に、四国の右下サテライトオフィス認定制度については、既に開

設している企業も対象となりますが、主な目的としては進出を検

討する企業の誘致を推進するためのサービスとなっておりまし

て、南部圏域での進出を検討しているなど比較的条件も緩和され

ておりましては、認定の取り消しについては要件に該当しなくな

った場合などとなっておりまして、返還規定は定められておりま

せん。次に、徳島県の制度であります徳島県ふるさとクリエイテ

ィブ・ＳＯＨＯ事業者誘致事業補助金については、要件に該当し

なくなった場合や 5 年を経過せずに事業所の閉鎖を行ったとき

は、内容によりますけども補助金の返還を命ぜられることとなっ

ております。サテライトオフィス等につきましては、小規模とい

うことで税収等につきましては非常に少ないかも分かりませんけ

れども、目に見えない経済効果も多々あると思いますので、その

辺のご理解を頂ければと思っております。以上で答弁とさせて頂

きます。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 先ほど質問の中に補助金は大体総額で 13 社でどの程度かとい

うことはしましたが、それは答えては頂いておりません。それか

ら税収について、本来これ本社登記をしなければここに入らない

のかどうか、そこらあたり分かりにくいんですが、それについて

も答えて頂いておりません。その点も再問の中でお答え願えたら

と思いますので、よろしくお願いします。 

議 長 税務課長 

税 務 課 長 私の方から法人税の関係のことでちょっとお話させて頂きた

いと思います。現在 13 社が美波町の方でサテライトオフィスとし

て起業しているところでございますが、そのうちの 6 社に関しま

してが現在法人税を今収めて頂いている状態になっております。

全部が全部そのこちらの方に支店登記されてしているっていうか

たちではございませんので、支店登記されている分につきまして、

6 社が現在こちらの方で法人税を納めて頂いております。以上で

ございます。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長 補助金の額でございますけれども、小規模事業起業支援制度の

額となりますけれども、サテライトオフィス関係の分でよろしい
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でしょうか。サテライトオフィス関係では交付額が 656 千円とい

う額が交付額となっております。以上です。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 サテライトオフィスの誘致事業の施設整備に関しては、町から

今年度 5,000 千円、来年 5,000 千円というような感じで促進計画

の中では謳われておりますが、これの以外にも用地取得で 56,000

千円とかそのサテライトオフィス誘致事業の 5,000 千円とかこの

過疎地域自立促進特別事業として謳われておりますが、これは小

規模支援制度とは別にどういったかたちで使うのか、そしてこれ

までの具体的な活用の方はあったのか、これからだけであって、

今後の計画なのか、その点さらにお聞きしておきたいと思います。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長 城山交流拠点施設につきましては、もちろんサテライトオフィ

スも利用して頂くんですけど、まぁ大学生とかそういったかたち

で交流拠点と致しまして、町の方で運営しながらそういった支援

を行っていくと言うことに致しております。それからちょっと過

疎自立の方の内容をちょっと今確認はしてはいないんですけれど

も、あの中には今後計画して行く支援事業っというのも盛り込ん

でおりますので、具体的に今のところどうお答えしたらいいか分

かりませんけれども、今後の計画も入っているということでご理

解頂けたらと思います。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 まぁ地元雇用力が 2 人だったということを含めてですね、まち

づくりと町の特にＩＴ関連の業務システムに関連して、これらの

ＩＣＴ技術の活用との連携は図られていかないのか、いわゆる公

と民間の公民連携で、今まではいろんなコンサルトに委託すると

いうふうなかたちでの調査業務が多かったんですが、サテライト

オフィスと町職員による連携によるそういった業務の拡大は図れ

ないのか、また町の職員のＩＴのスキルを高めていくために情報

の処理の研修や教育にですね、吉田社長を参与として向かている

のであれば、ＩＴの専門アドバイザーとしての連携をしていく工

夫は取り組めないのか、その点をお聞きしたいと思います。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長 議員がおっしゃられるとおり、吉田社長につきましては美波町

の参与として、また株式会社あわえについてはパートナーシップ

協定も結びまして、今後そういった職員との、職員といいますか

町との連携はさらに強めて取り組んで行くということでご理解頂

けたらと思います。以上です。 
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議 長 戎野議員 

9 番 議 員 それではサテライトオフィスを有効活用して、さらに情報発信

と町の活性化を図るということで、きめ細かい取り組みをお願い

し、地域に定住される方の拡大というか増やして行くと、そうい

うことを最後にお願いして私の質問を終わりたいと思います。 

議 長 以上で戎野議員の一般質問は終了しました。 

以上で本日の日程は終了しました。 

本日はこれにて散会します。お疲れ様でした。 

（時に 12 時 11 分） 
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6 月 17 日（金） 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 おはようございます。ただ今の出席議員は全員です。定足数に

達しておりますので、本日の会議を開きます。 

ただ今から議案審議を行います。 

 

日程第 1 報告第 2 号から日程第 3 報告第 4 号までの繰越計

算書について、3 件を一括議題とします。 

ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

 「異議なし」と認めます。 

 報告第 2 号から報告第 4 号まで、3 件を一括議題とします。当

局の説明を求めます。 

 総務企画課長 

総務企画課長 （報告第 2 号の説明をする） 

議 長 水道課長 

水 道 課 長 （報告第 3 号の説明をする） 

議 長 建設課長 

建 設 課 長 （報告第 4 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。ございませんか。 

江本議員 

3 番 議 員 少し報告第 3 号ですか、水道事業の中で水道未普及地域調査委

託料ということでございますが、これ山河内と聞いておると思い

ますが、これ山河内全体になるのか、基本的に中心となるのはど

の辺なのか、分かれば教えて欲しいんですけど。 

議 長 水道課長 

水 道 課 長 お答えさせて頂きます。地域と致しましては、山河内の 3 集落

を予定しております。白沢地区ともう１つちょっと私地区名よく

分からないんですけど、3 地域、集落を予定しております。 

議 長 他にございませんか。 

寺下議員 

8 番 議 員 報告第 2 号の一般会計の繰越明許費の分なんですが、上から 5

つ目の地方創生加速化交付金事業で、内容は道の駅の分と門前町

の分って言われたんですけれども、これは特区の内容をする事業

と考えていいのでしょうか。先日の全員協議会では、特区に関し

ては説明頂いているんですが、その説明資料の中では事業内容と

いうか、当面の目標が 7 月 16 日のイベントであるとか出とんです

けれども、一般会計の補正の方でも関連予算上がってきてるんで
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すが、どの部分が繰越事業の予算事業の内容になるのかをお伺い

します。 

議 長 小休します。 

（時に 9 時 14 分） 

 （小休中） 

（時に 9 時 14 分） 

議 長 再開します。 

産業振興課長 

産業振興課長 それでは私の方からお答え致します。この予算につきましては

平成 27年度の 3月補正の中に計上されておりました予算でありま

す。名称を見て頂きまして分かるように加速化交付金ということ

で、特別にほぼ 100％国費で認められた分になります。先ほど議

員の方がおっしゃられた分につきましては、後で計上されていっ

た部分って言うことになります。一応確認の為にこの 13,121 千円

につきまして、細かな項目をざっとだけ言わせて頂きますと、地

域振興アドバイザー等の謝金ということで 100 千円、職員の研修

旅費として 141 千円、先ほど言いました地域振興アドバイザーの

旅費として 160 千円、後さまざまな行事に用います消耗品費と致

しまして 370 千円、あと印刷製本費で 350 千円、門前町の再生に

絡みました基礎的な調査を行う調査委託料として 1,500 千円、門

前町再生に係る取り組みの中で 1 つ想定しておりますパッケージ

デザイン何かを考えていく委託料として 250 千円、あと門前町再

生の中でいくつかの試作品を作って行こうという提案が職員の中

からございまして、その試作品を製作する委託料として 500 千円、

次にすでに以前から実は別の予算でやっておるんですけれども、

観光協会の観光案内所、そこに英会話のできる人を募集して配置

するというのがございまして、それも別枠の選考の交付金の予算

なんかで賄っておたんですけれども、その観光協会への委託料が

4,500 千円、あと少し前に撤去されました大浜海岸近くの浜作の

跡地、あそこを修景を考えていくための基礎的な測量調査費と致

しまして 500 千円、工事請負費として 2,700 千円というのがある

んですけれども、これは道の駅の先ほどチャレンジショップの話

がありましたけれども、チャレンジショップを有効に活用して行

くために、まだバックヤード的なものを付加したり、あるいは倉

庫を付加することによって、まけまけマルシェ何かを非常にやり

やすくする。そういうふうな倉庫類の整備というのが必要になっ

てまいりますので、そういった工事請負として 2,700 千円、あと

備品購入費と致しまして、細かいところでは観光案内所の方にお
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いておりますレンタルサイクル用の電動アシスト自転車の購入費

でありますとか、倉庫の購入費。それと後ちょっと系統が違うん

ですけれども、商工会等で取り組んで頂いておりますふるさと便、

そういったもんを有効に、もっと有効にしていくような新しい組

み合わせ商品みたいな、そういったものを考えて行けるようにと

いうことで、 800 千円の補助金を計上しておりまして、合計が

13,121 千円ということになっております。 

議 長 寺下議員よろしいですか。 

寺下議員 

8 番 議 員 言うことは、この加速化交付金事業に関しては、商工関係とか

観光協会関係というか、産業振興課の方の所管というか、そうい

う分になるんですか。 

議 長 産業振興課長 

産業振興課長 おっしゃるとおりでございます。この分につきましては、先ほ

ど総務課長の方の説明でもありましたように、道の駅の機能向上

事業、及び門前町の再生にかかる産業課所管の分の予算になりま

す。ちょっと先ほども荒っぽくほぼ 100％国費と言い方をしまし

たけれども、財源内訳にありますように 12,030 千円につきまし

て、国費でみて頂けるというものでございます。 

議 長 他にございませんか。 

向山議員 

1 0 番 議 員 今、創生関係の予算、繰越事業について説明を受けたんですが、

また補正予算、一般会計でも出てきておるようです。それで昨年

の 3 月か 6 月だったですかね、一覧表みたいなのを頂いた記憶が

ありますが、なかなか産業振興課関係、企画関係、たくさんこう

メニューがあるんで、内容の質問ではないんですが、一覧表のよ

うなものがあればですね、ちょっと分かりやすいかなぁと思いま

すので、もし準備できるんでありましたら後日で結構ですが、頂

ければありがたいかなぁと思います。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長 一覧表につきましては、ちょっと取りまとめて、またお渡しで

きるようにさして頂きたいと思います。 

議 長 岩瀬議員 

2 番 議 員 報告第 2 号の 6 番の聖ヶ丘の薪風呂とかなんとか言うやつで

1,300 千円ぐらいの、これってどういうものができて 1,300 千円

が総額なのか、これってどういう、今現在、聖ヶ丘は浴室もつい

とると思うんですけども、目的はどういうやつでこれしたんか、

説明お願いします。 
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議 長 産業振興課長 

産業振興課長 まずどういうものかにつきましてですが、そもそも 25 年度と

26 年度に国費を貰って本体を 1 期工事・2 期工事ということでや

らして頂きました。その際に先ほど議員のご指摘のとおり、それ

ぞれ第 1 宿泊棟・第 2 宿泊棟に１つずつ浴室は付いておるんです

けれども、それぞれ定員が 10 人ずつ、合計満室になると 20 人泊

まるようになります。10 人に１つ、10 人に１つっていう家庭風呂

があるだけでありまして、もともと浴室については不足するであ

ろうということが実はそのヒヤリングの時からあったんですけど

も、国としてはあまり贅沢な風呂を作られては困ると。しかし体

験をひっくるめて木で焚くような風呂、そういうものの必要もよ

く分かるので、もしプラスアルファー後で付加してやってくれる

んだったらそれもそのようになるべくお願いしますねというよう

な実はやり取りがその当時ございまして、一方で先ほど言いまし

たように贅沢な物を最初から認める訳にはいかないということ

で、結果的に先ほど言いましたように 10 人に 1 人の風呂しかない

状況でありました。一方で薪で焚くような風呂。あるいはかまど

的な薪で焚くご飯を炊くようなことですね。そういう体験をする

っていうことにつきましては、非常に価値のあるものであるとい

うことで、後で徐々に付加して下さいと。これはもともとその農

林漁業体験施設という名目で作ってはあるんですけれども、これ

は同時にいわゆる南海トラフの大地震、津波が起こった時の 2 次

避難場所であり、復旧復興の拠点という要素がございましたので、

そういったものがあれば絶対いいわけですね。そういった意味合

いもありましてそういうやりとりを先ほどいいました国でしてお

りました。実際にじゃぁどのようにするかっていうんで、議員も

よくご承知のとおりですね、水回りって結構お金が掛ります。ま

ともにやりますと 4,000 千円、5,000 千円掛ってしまうんですが、

そういう二次避難場所を考えるときに、なるべく地元にある材料、

工法でなるべく安価に揃うものっていうんで、今ホームセンター

なんかで材料を揃えて、素人細工的に組み合わせをして、できて

いかなってのが 1 つ。それと風呂につきましてもきちっとしたも

のを作るのではなくて、組み合わせて移動ができるようなもの、

そういったものが望ましいんではないかっていうようなことで、

結果的に風呂につきましてはネット通販で流通してます露天風呂

キットっといわれるもの。薪で焚くボイラーで組み合わせた、木

を組み合わせた器で、その中でテント時の浴槽を設置する。そう

いったものを簡単に作る建屋の中に設置する。それで薪風呂体験
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等を整備するっていうものでありました。工事費としましては、

先ほどいいましたホームセンターで買える材料費何か別に原材料

費で支出しておりますので、この上にプラスアルファーが実は何

100 千円かあるんですけれども、繰越さして頂いた分につきまし

ては、水道の給水工事・配水工事それと電気工事、そういった部

分ですね、そういった部分についてずっと工事が進んでいとった

んですけど、ちょっとした行き違いとか、材料が不足するとか、

ずるずるずるずるずれていってしまいまして、結果的に繰越せざ

るを得なくなってしまったために、今回こうして繰越をさせて頂

いてしまった。ちょっと非常に申し訳なかったんですけども、後、

現時点では工事ほぼ終わってまして、配水工事の請求書が来たら

もう支払ったら終わりぐらいのところまでいっております。そう

いうところでよろしいでしょか。 

議 長 岩瀬議員 

2 番 議 員 後、総額とやね、温度管理は心配ないんですかね、この家族か

なんか使こうてやね、結局やけどや起こった時のほういうのは心

配ございませんか。 

議 長 産業振興課長 

産業振興課長 実際その指摘はまさにそうかなぁと思います。先ほどちょっと

説明省略してしまったんですが、実はその給排水の工事の中に石

油、灯油ボイラーをかましてあります。基本的には灯油で沸かし

た湯を入れて、薪ボイラーについては追い炊き機能を持たすよう

な、それぐらいのつもりで使っていくようにしてもらおうという

ように思ってます。そうせんと我々の世代は普通にそれをやって

きてますから十分できるんですが、今の若い子供達が来て、とて

もでないけどほら無理です。ちょっと前にもかまどでご飯を炊く

っていうんが希望者がおってしたんですけど、まったくできんか

ってほとんど僕がしてしまいましたので、そういう点については

充分注意をしながら使ってもらうようにと思ってます。 

議 長 産業振興課長 

産業振興課長 ちょっと今この中ですっと言えんのんです。おそらく 2,000 千

円を超えない範囲で収まっていると思います。 

議 長 他にございませんか。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なし） 

 「討論なし」と認めます。 

 これから報告第 2 号から、報告第 4 号までの平成 27 年度美波町
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一般会計繰越明許費繰越計算書について、平成 27 年度美波町簡易

水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、平成 27 年度美

波町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、採

決します。 

 お諮りします。 

 報告第 2 号から報告第 4 号までの 3 件は、原案のとおり承認す

ることに賛成の方は、起立願います。 

（賛成 11 ： 0 反対） 

 「起立多数」です。 

 よって報告第 2 号から報告第 4 号までの 3 件は、原案のとおり

承認されました。 

 

 日程第 4 議案第 42 号 平成 28 年度美波町一般会計補正予算

（第 1 号）を議題と致します。 

 当局の説明を求めます。 

 総務企画課長 

総務企画課長 （議案第 42 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。ございませんか。 

北山議員 

4 番 議 員 まず議会費の備品購入費 214 千円ですか、これは先ほどの説明

では防災服の購入というような説明がありましたが、この防災服

についての使用目的はどのようになっているのか。そこらを教え

て頂けますか。それから 15 ページの老人福祉費負担金補助及び交

付金のところの 499 千円、これは介護施設への火災報知機という

説明があったんですが、これの内訳っていうんですかね、介護施

設にどこの介護施設にどれだけっていうような内訳を教えて頂き

たいと思います。それから 18 ページ土木総務費ですか、これの土

地購入費 1,032 千円ですか、これについてもう少し詳しく説明を

して頂きたいと思います。お願いします。 

議 長 小休します。 

（時に 9 時 54 分） 

 （小休します） 

（時に 9 時 54 分） 

議 長 再開します。 

総務企画課長 

総務企画課長 議会の防災服の購入の目的でございますけれども、議会の方で

もお話されていると思うんですけれども、非常時における美波町

議会として行動するための防災服といったことで、多分この中に
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は避難訓練とかそういったかたちのものが含まれているものと思

っております。以上です。 

議 長 建設課長 

建 設 課 長 土木総務費公有財産購入費土地購入費 1,032千円につきまして

ご説明をさせて頂きます。これ場所がですね、由岐駅裏の西の地

地区でございまして、県道日和佐小野線由岐バイパスの工事の際

にですね、残土処理の為に田んぼをですね埋め立てて、そのうち

宅地化がされております。当時土地所有者の方から土地を購入し

て道路とか水路として町にですね、ご寄付を頂いておりますけど

も、一部におきまして国有財産の用途廃止や交換手続きが出来て

なくてですね、現況と構図が合っていない状況となっておりまし

た。このため昨年度におきまして徳島県の公共嘱託とし、登記土

地家屋調査士協会へ登記を委託致しまして、漁港区域外におきま

しては現在機能しております町道と水路と民有地内の法定外公共

財産、赤線・青線ですね、これを交換するための土地の表題登記

が完了しております。しかしながら隣接する漁協区域内の赤線・

青線部分につきましては、徳島県が管理をする国有財産でござい

まして、個人の所有地内に存在する国有財産については町で譲与

申請や用途廃止・払い下げ申請を行うことができません。土地所

有者の方で貸与・払い申請をして頂くことになるんですが、この

場合の払い下げはですね、有償となっております。このことから

この度この払い下げ代金につきまして、町道水路にご提供して頂

く予定の土地と致しまして、町の方で購入をさせて頂くというこ

とで予算の方を上げさせて頂いております。以上です。 

議 長 保健福祉課長 

保健福祉課長 老人福祉費の負担金補助 499 千円につきまして、まず社会福祉

法人東紅会へのスプリンクラー設置につきましては、当初予算で

計上致しておるところでありますが、同じく東紅会が運営される

小規模多機能さくら町スプリンクラーの対象事業所ですが、ここ

とほれと同じく東紅会が運営するグループホームヒワサから、追

加要望と致しまして火災通報、自動通報装置設置の補助申請があ

りました。県の補助要綱では 1 施設につきまして 310 千円が補助

上限となっておりますが、内訳としましては小規模多機能さくら

町の方で 310 千円とグループホームヒワサにつきまして 189 千円

の補助の申請となっております。以上です。 

議 長 北山議員 

4 番 議 員 議会費について防災服につきまして、非常時に使う。非常時ど

ないして使うんですか、東日本の時、3.11 の時に避難誘導を議員
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がされて亡くなったっていう話はよく聞きます。その方らはその

まま議会の帰りにそのまま住民の方の避難誘導をされた。その中

で亡くなったっていう話を聞いております。それから避難訓練で

使う。議会が避難訓練をするっていういんを私聞いたことがない

んですが、そういうこう計画もない中で避難訓練に使う予算とし

て上げてきとんか、そこら使用目的についてもう少し詳しく説明

をして頂ければと思います。それから土地の購入費についてです

が、これは住民の方に国有財産を払い下げてもらう、そのための

金額、町が払い下げはできないので、住民の方にしてもらう。そ

の代金、そのように理解していいのかどうか、もう少し説明をお

願いします。以上です。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長 議会の方の防災服の購入でございますけれども、私の方でちょ

っと言うのもあれなんですけれども、非常時っていうのがどうい

った場合を指すのかっていうのは、議員さんの中でもいろいろこ

ういう議論はあったと思うんですけれども、他の災害等への支援

に行かれるときであったりとか、そういうところも含まれるのか

なぁと思っております。ですからいろんな場合が想定はされると

思うんですけれども、その辺は議会の方で総意といいますか、の

もとで使用して頂くというかたちでよろしいかと思っておりま

す。以上です。 

議 長 北山議員 

4 番 議 員 非常時については支援に行くとき、これはどっかにボランティ

アに行くときのような、そういうことですかね。私はそんな話は

こう聞いてはないんですが、それから避難訓練についてもまった

く議会では避難訓練をするから防災服を買う。私はあんまりこう

いうんは防災服を着なんだらいかんのんですか。やっぱり使用目

的っていうんが、やはりはっきりして、町の方では査定をされと

んでしょ、当然査定をされておると私は思うんですが、そこら使

用目的がはっきりこうしてない中で、予算計上するっていうんは、

ちょっとどうかなぁと思うんですが。ほれ以上は町の方は分から

ないんですか、他には聞いてないん。検討はされてないんですか。 

議 長 小休します。 

（時に 10 時 02 分） 

 （小休中） 

（時に 10 時 05 分） 

議 長 再開します。 

建設課長 
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建 設 課 長 土地の購入費でございますが、漁港区域内におきましては個人

の方で払い下げ申請とかが受けられないもんですから、町の方、

それに係る費用につきましては町の方で負担をさせて頂くと申し

上げたんですけども、今回この道路とか水路とかがございまして、

丁度場所がですね、ＪＡかいふ由岐支所の北側の川を渡ってから

若者住宅方面への路地にあたるんですけども、実はそこの用地に

つきましては、将来的には町道認定をさせてもらうようなことで

提供を頂くようになっておるんです。今回個人の方が払い下げの

負担をする金額の等価でまぁその提供頂く土地の部分として町が

買わせて頂くということでご理解を頂ければと思います。お願い

致します。 

議 長 他に、永本議員 

7 番 議 員 町長に伺います。海部郡衛生処理事務組合のいわゆる牟岐のご

み焼却場の話し合い、どのように進んでおりますか。またこれに

ついてはですね、旧日和佐町・旧宍喰町に存在しておりますし尿

処理場、これと 3 つを含めた話し合いにしなければならないと思

っとんですが、とりあえず牟岐のごみ焼却場の耐用年数がやがて

来よるという中で、どういう方向に進んでおるかお話頂きたいと

思います。 

議 長 町長 

町 長 今のところは、前回お話した以降進んではおりません。 

議 長 永本議員 

7 番 議 員 話し合いを進める上でですね、し尿処理場の分も含めて、この

分が旧日和佐町にあります。もう 1 ヶ所が旧宍喰町にあるという

ことですから、この 3 つを含めて牟岐のごみ焼却場、旧日和佐の

し尿処理場・旧宍喰町のし尿処理場、この 3 つを含めて話し合い

を進めて頂きたい。よろしくお願いします。 

議 長 町長 

町 長 もちろんその、今どういうたらいいんですかね、元々は海部郡

の 6 町でやっておったんですけれども、今現在、海部郡は 3 町に

なっているということで、美波町にはし尿が、牟岐町にはゴミが、

そして海陽にはし尿がというようにちょうど 1 町に１つずつある

わけでございまして、そういったことも含めて協議はすでに行っ

ておりますので。 

議 長 他に 

戎野議員 

9 番 議 員 12 ページから 13 にかけての地方創生の事業関連でお尋ねをし

てまいりたいと思いますが、特に特区申請をして新聞発表から説



 【76】 

明があったんですが、赤松の人形浄瑠璃のいろんな施設、それか

ら門前町の改良工事ということなんですが、これらの構想の進め

るにあたってですね、これ住民からの要請がきたのか、そういう

もんでなくて町としてのその特区のことを視野に入れて、町から

発案していくという、そういうものができていたのか。そのどう

いった場所で機会を捉えてやって行こうと、これからもしてくの

か聞いておきたいと思うんです。というのはやはり住民が参加し

てのそういう発想や改善・改良ですか、なのか。これだけの費用

が付く以上ですね、やっぱりどういった内容、例えば門前町の改

良であればどういったものを実際やるのか、そしてそういう構想

を含めて説明があってしかりかと思うんですが、いろんな補助金

の内訳はいろいろありますが、それが分かりにくいのでその点を

お聞きしておきたいと思います。やはりそれができてもいろんな

特区を進めて行くにあたって、それを担う人があって、そしてま

たそれが継続できるものだと思いますから、住民不在の特区の在

り方のように思えてなりませんので、そのあたりを答弁願いたい

と思います。 

議 長  町長 

町 長 先般、特区の説明をさして頂いたときにも、経緯を話させて頂

いたと思うんですけれども、もともとの出発点というのは徳島文

理大学と美波町との連携事業を行うというところから始まってお

ります。それが昨年の 12 月の話しでございまして、そのまた前段

では徳島大学との連携、そしてまた四国大学との連携っていうの

もすでにしておるもんですから、あと文理大学との連携っていう

のが直接的なたいたいの話しではなかったということで、今回そ

れをやりましょうということで、3 月の当初予算には載さして頂

いたということがございます。文理大学とのその連携事業の柱は

なにかっていったら、今回特区で出さして頂いております赤松の

100 年前に、明治時代にあった赤松座の復活というのと、薬王寺

の門前町の再生を文理大学の学生さん達と一緒にやりたいという

ような文理大学からの申し入れ、オファーがあってそういうふう

になったわけです。ですからもともとの事業というのは、文理大

学の学生のいわゆる事業の一環として、そして町の方は町の方で

今まちづくりを、そして地方創生をやらうとしている中でござい

ましたから、それはいい話だということで、先ずは始まりました。

始まってその年が始まったといいますか、そういう話をやろうと

いうことが決まって平成 28 年を迎えておるわけですけれども、平

成 28 年を迎えたときにこの事業が県の特区に提案してはどうか
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というようなお話を頂いたので、その事業のほぼそのままみたい

なかたちで事業計画を県に提案したところ、5 月の初旬だったと

思いますけれども、それが選定されたと、石井町とともに 2 町選

定されたというように至っております。それを受けて今回の特区

の分の補正というふうになっております。ですから内容について

はこれから始まっていくっていうところがございますので、どの

ような取り組みを行うかというような細かいところっていうのは

ちょっと決まっておりませんけれども、期間は 3 年間です。特区

は 3 年間、文理大学との連携事業も一応学長さん、そして担当の

教授の方々との話では、ほれも 3 年間程度やりたいというふうに

伺っておりますので、今後は文理大学との連携事業であるその事

業と、特区を選定して頂いた事業がそれぞれ内容的には柱だては

かぶっておるわけです。ですからそのあたりを調整しながら、特

区の方はお話ししたように 3分の 2の補助を頂けるということで、

最大 3 分の 2 で上限 5,000 千円となっております。ですから事業

費としては 7,500 千円で最大 3 分の 2 で 5,000 千円ということで、

今回補助金としては 5,000 千円を計上さして頂いておりますけれ

ども、そういったかたちで進めて行くというようになっておりま

して、今、分かっているところでは赤松の赤松座の復活に向けて

っていうような言葉の中で、赤松地区で説明会をさして頂いてい

るんですけれども、取りようによっては昔あった浄瑠璃の赤松座

が赤松の今の住民の方だけでやるんじゃないかっていうふうに受

け取られた住民の方もいらっしゃったんですけれども、決してそ

うではなくて、文理大学の浄瑠璃部の方にまずは来て頂いて、そ

して演じて頂く。その指導については「勘録さん」って言う方が

この 26 日に赤松入りをして頂いて、その時に文理大学の浄瑠璃部

の方が来られて、そして赤松の方々にも呼びかけながら、今回は

赤松の方々にはその勘録さんが文理大学の浄瑠璃部を指導する姿

を見て頂くというようなことから始まって、将来赤松の方だけで

いわゆる丹生谷筋にある清流座であるとか、そういうのができる

と一番いいんだろうとは思いますけれども、そういうことができ

なくても一緒になってやって行く。それが最終目的ではなくて、

それをやることによって地域が活性化して、そしてまた学生さん

達の交流、そしてまた移住に繋がったりというようなことを大き

な目的と致しております。門前町の再生につきましても、大学側

の意向としては、桜町にある民家をお借りして、そこを文理大学

のサテライトオフィスというようなことで、さして頂きたいとい

うようなお話がございまして、うみがめまつりのある日ですね、
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ちょっと今日にちあれですけれども、うみがめまつりの日の夕方

にそこのサテライトオフィスの文理大学とのサテライトオフィス

の看板っていうのを掲げるというようなことで、そこらかスター

トするというふうに聞いておりまして、その日の晩にライトアッ

プコンサートというのを文理大学のいわゆる音楽部の方々に来て

頂いて、薬王寺の仁王門の左側でやるというようなところぐらい

までが今決まっているところでございまして、今後につきまして

は、その内容を精査しているということで、組織も立ち上げまし

て、第 1 回目の会議は行っております。うみがめまつりは 7 月の

16 日の土曜日ということで、その日が立ち上げの日と、サテライ

トオフィスの立ち上げの日というふうになっております。今のと

ころはそういったようなかたちになっておりますので、薬王寺の

門前町の桜町については「発心の会」っていうのが、「発心」発に

心と書きますけれども、観光協会の江本友昭さんが会長をして頂

いておりますけれども、その発心の会の皆様方にもお手伝いを頂

きながら、特にそこが中心になるようなかたちでいろんな門前町

の再生を大学と町と、そして民間のその発心の会等々合わせまし

てやっていくと。もちろん桜町の方々にも参加して頂くというこ

とで、その調整を協議を進めているというようなことになってお

ります。現在の概要は以上でございます。 

議 長  戎野議員 

9 番 議 員  ということは、いろんなこれから案を練っていくにしても、大

学と町と住民というような感じでやるということで、それにして

もですね、特区の国からの 5,000 千円の支援はあるとしても、一

般財源からも出す以上ですね、住民にとって本当に有益となるよ

うなものをして欲しいと思うんですが、例えば門前町の改良であ

りましたら、あすこの桜町の筋の通りのそういう施設的な改良と

か、そういうものも構想の中に入っとんですが、具体的に言えば

例えば舗装を石畳にするとか、いろんな照明の工夫をするとか、

道の駐車場の整備とか、いろいろとあると思うんですが、そうい

うものは進んどんですか。 

議 長 町長 

町 長 それは進んでいるわけではございませんで、この特区事業につ

きましても、文理大学との連携上についてもソフト事業が主でご

ざいます。そんな中で議員がおっしゃった舗装、それをまぁ石畳

にするとか、それから電柱の地中化、もしくは背後に移すとか、

いわゆる景観事業とかいうのもございます。それには多額の金額

も掛ると思いますけれども、そういった構想も含めてやらして頂
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くというようなまぁことで理解をして頂いていて結構かと思いま

す。 

議 長 他に質疑はありませんか。 

向山議員 

1 0 番 議 員 私からは 2・3 点お伺いしたいんですが、町長はこの定例会の

提案説明の冒頭で 4 月に参与規定を定めて、この 4 月に床桜さん

とあわえの吉田さんを参与に迎えたという報告がありました。こ

れは町政に関する高度な政策的事項または専門的事項の推進のた

めということでありますが、私、参与規定もまだ見ておりません

が、とりあえず御二人は地方創生に深く係って頂くということで

いいかなぁと思っております。それからそれについては今、戎野

議員からありましたように、やはり地元住民との関係、町と担当

課・住民・町、連携を取ってですね、その 2 人の力を合わせて頂

いて、有義にこの地方創生関係、特区もですけども、進めて頂き

たいと思います。それから予算の関係なんですが、まず 15 ページ

民生費児童福祉費の給食材料費の需用費の減、11 節と 19 節、そ

れから 22 ページの教育費の保健体育費の給食材料費の増、これに

ついてはちょっと流れを説明を頂ければと思います。それからペ

ージ 21 ページ教育費、由岐中学校費の需用費の 312 千円ですか、

デジタル教科書とお聞きしたんですが、これは日和佐中学校の方

についてはどんなんでしょうか、それと同じく 21 ページの図書館

費の修繕費 1,151 千円の内容について説明をお願いしたいと思い

ます。 

議 長 小休します。 

（時に 10 時 24 分） 

 （小休中） 

（時に 10 時 24 分） 

議 長 再開します。 

学校教育課長 

学校教育課長 それでは私の方からこども園の給食費需用費の件、それと負担

金それとそれに関連して 22 ページの学校給食費の給食材料費の

関係でございますが、ちょっと経緯を説明して下さいということ

なんですけども、当初こども園の 3 歳・4 歳・5 歳児の給食につい

てはこども園で事前調理するという方向で進めておりましたの

で、ここで認定こども園費の材料費の方で給食材料費を計上して

おりました。一応今年度始まりまして、一応いろいろ関係で、 3

歳・4 歳・5 歳児の分につきましては、日和佐給食センターからの

給食を提供しております。それでこども園費で上げておりました
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給食材料費を下げまして、給食センターでの材料費の方に上げさ

せて頂いております。それで負担金としまして 19 節の給食費負担

金として、うちの歳入の方に収めて頂くというふうな流れでござ

います。それでよろしいでしょうか。それともう１つ続けてです

けども、先ほどの教科書の件でございますが、向山議員さんが言

われたとおりですね、4 年に 1 回の中学校の教科書の改訂に伴い

まして、新年度予算で教科書代上げさせて頂いております。この

時に日和佐中学校の方はこの音楽のデジタル教科書を計上してお

ります。由岐中学校の方がちょっと計上を忘れって言うたらおか

しいんですけど、計上出来てなかったということで、今回デジタ

ル教科書、音楽で計上さして頂いております。今言いましたよう

に、日中につきましては当初から計上しております。以上です。 

議 長 社会教育課長 

社会教育課長 私の方からは図書館の修繕費についてご説明させて頂きます。

総務課長からの理由もありましたとおり、まず 1 点目はエレベー

ターの修繕でございます。施設の設置から 25 年を経過しまして、

エレベーターの各種部品の交換目安というのがそれぞれあるんで

すけれども、それが経過しております。その中で今回は、プリン

ト基盤とか、メインロープの、もし事故が故障した場合、事故に

繋がるような危険性のある分について交換さして頂くということ

で、この分につきましては 720 千円を予定しております。続きま

して 2 点目につきましてはトイレの修繕でございます。トイレの

修繕も 2つありまして女子トイレの 1つが和式なんですけれども、

便座が壊れ破損しまして使用できなくなっております。利用者の

ニーズもありまして、洋式に改修するものでございます。そのも

のが 308,880 円の予定でございます。もう 1 つが身障者のトイレ

ですが、こちらは様式ですけれども、ウォシュレット機能がござ

いません。こちらの利用者の方からウォシュレット機能を欲しい

というニーズがありましたので、今回ウォシュレット機能を付け

たいということで、121,500 円を予定しております。以上でござ

います。 

議 長 向山議員 

1 0 番 議 員 今の学校教育課長から説明を受けて予算漏れというか、出来て

いなかったいうお話頂いたんですが、3 ヶ月、まだ 3 ヶ月なって

おりませんけども、その間については特に日和佐中学校・由岐中

学校で学校教育について支障はなかったんでしょうか。 

議 長 学校教育課長 

学校教育課長 うちの方では支障があったと聞いておりませんが、今回、由岐
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中学校で計上忘れということがありました。それと今回、今年度

に由岐中学校の方で 10 月中旬に郡の音楽会も開催されるという

ことがありまして、より充実したものであるということで、デジ

タル教科書、今回、中学校の方が要望忘れだったということで、

計上さして欲しいということで、要望があって計上さして頂きま

した。 

議 長 他にございませんか。 

岩瀬議員 

2 番 議 員 地方創生事業の中の家屋保守作業員と調査委託料いうんはど

こへ払うんですかね。お願いします。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長 家屋の賃金 1,000 千円の分でございますね、これについては、

まだ場所というか家屋も特定はできてないんですけれども、どな

たになるかは分かりませんけど大工さんとか、そういった専門的

な技能というか、持たれた方にお願いした時の賃金ということに

なっております。以上です。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長 調査委託料につきましては、これも現状の基礎調査と、今、想

定しているのが空家の間取りの調査、それと改修素案っていうこ

とで考えられるんは設計業者さん等の設計技能を持たれた方等を

想定致して計上さして頂いてます。 

 岩瀬議員 

2 番 議 員 家屋補助作業員は美波町の建築屋さんということやな。ほれと

調査委託料いうんは設計事務所と、でいいんやね、だいたい。 

議 長 総務企画課長 

総務企画課長 今後ちょっと発注方法も含めて検討せないけないんですけれ

ども、設計業者さんに限ったものではないと思います。ですから

内容についてまた違った業者さんでできるっていうことであれ

ば、それはまたそれで設計業者さんでなくて、違った業者さんも

考えられます。以上です。 

議 長 これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

北山議員 

4 番 議 員 私は議会費の防災服の予算計上されているということで、反対

を致します。理由は先ほど理事者の説明で、「防災の記念年にあた

るので県への防災訓練に皆で着用するのだろう、また那賀町が揃

えているから」というような、防災服の使用目的がはっきりしな

いということです。また「議会が提案してきたので計上した」と
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いうようなそういう話もあります。昨日一般質問だったんですか

ね、同僚議員がテレビ中継の予算についての町の見解っていうん

ですかね、考えを質したのに対して、「議会で十分これからも検討

して頂いて、議会での意見集約をしてから」と言うような、そう

いうような話もありましたが、今回議会が提案してきたので計上

したというような、そういう理由があったように思います。今、

桝添東京都知事の不適切な公金の使用について毎日のように報道

され、最終は辞職されたということで、今、公金の使用問題につ

いて問われているような状況です。例え少額としても住民の税金

を使うのだから、ちゃんと住民に説明ができるような、そういう

根拠に基づいて計上をして頂きたいと、そう言うことを込めまし

て私は反対を致します。以上です。 

議 長 小休します。 

（時に 10 時 34 分） 

 （小休中） 

（時に 10 時 35 分） 

議 長 再開します。 

それではこれから議案第 42 号平成 28 年度一般会計補正予算

(第 1 号)を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案どおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成 7 ： 反対 4） 

（賛成 1番・2番・3番・6番・8番・10番・11番：反対 4番・7番・9番・12番） 

 「起立多数」です。 

 よって議案第 42 号は、原案のとおり可決されました。 

 小休します。 

（時に 10 時 36 分） 

 （小休中） 

（時に 10 時 50 分） 

議 長 再開します。 

日程第 5 議案第 43 号 平成 28 年度美波町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第 1 号）を議題とします。 

当局の説明を求めます。 

保健福祉課長 

保健福祉課長 （議案第 43 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

北山議員 

4 番 議 員 6 ページ、6 ページの国保安定化計画策定委託料 141 千円につ
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きまして、この安定化計画については何のために作成をされるの

か、そこのところを説明頂きたいと思います。それともう 1 点こ

の項目についての補助金っていうんは、歳入の方で繰入金かな、

そこに載っております事務費等繰入金 1,345 千円が載っておりま

す。これ全て全額補助っていうことになるのかどうか、そこらの

ところも重ねてお聞かせ願いたいと思います。 

議 長 保健福祉課長 

保健福祉課長 まず安定化計画の大きな目的と致しましては、医療費の適正

化。言い方は適切かどうか、医療費の抑制・適正化であります。

次に補助金でございますが、この適正化に向けて県の補助金、こ

れが補助率 4 分の 1 で 448 千円、後残りの 4 分の 3 については町

の一般財源となっております。以上です。 

議 長 北山議員 

4 番 議 員 何のために策定するのかっていうんで、医療費の適正化・抑制

化っていうような答弁がありました。私の何のためにっていうん

は、ほれをまぁほういう目的で作って、どっかに出すのかなって

ほういうふうに聞きたかったんですが、そこらも再度お答え頂け

ればと思います。それと財源については全額補助っていうんでな

しに、県が 4 分の 1 で町が 4 分の 3 出すと、そう理解していいの

かどうか、再度お願いします。 

議 長 保健福祉課長 

保健福祉課長 提出につきましては、補助金を頂いておる関係で徳島県には提

出致しますが、後は町で設置しております国民健康保険の運営協

議会等での資料に使わせて頂いております。あと補助ですが、先

ほど言いましたように 4 分の 3 につきましては一般会計からの繰

入金、町の補助であります。ですから補助は 4 分の 1 しかござい

ません。以上です。 

議 長 北山議員 

4 番 議 員 それをもとにちょっと聞かせて頂きたいんですが、この安定化

計画、これを委託に出さずに庁舎内、担当課で作成ができないの

かどうか。私これ 27 年度と 26 年度の安定化計画っていうんを頂

いております。この中を見せて頂いたら、国保事業運営の安定の

ための措置、これが一番肝心ですよね、こういうことをやって初

めて国保の会計が安定的に運営されるというようなことになるん

だろうと思うんですが、これ毎年同じですよ中身。一言一句こう

変わってないように思うんですけど、そうであれば後のこの数値、

あといろいろ出てくる数値については毎年変わっておりますけ

ど、一番こう肝になる措置については同じことをやりますよと言
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うようなかたちで策定されておるように思うんですが、このぐら

いのことだったら担当課で十分こうできるんでないん、そこらど

んなんですか。 

議 長 保健福祉課長 

保健福祉課長 まずその内容と計画のそのボリューム等をそれに合わさなけ

ればいけないっていうことはないので、内容を集約した分につい

て策定するとなったら、担当課の方でもできると思います。現実

的には、また策定の方法については次回検討させて頂くことでよ

ろしいでしょうか。 

議 長 北山議員 

4 番 議 員 今、課長から担当課でもやれるというような、そういう答弁を

頂きました。そういうことからすれば今回のこの予算っていうん

は、とりあえず計上をして、担当課でできれば執行しないと、そ

う理解していいんですかね。そこらどんなんですか。 

議 長 保健福祉課長 

保健福祉課長 担当者も人事異動等で変わって、新しく入れ替わったりします

ので、その担当者の事務負担等も考えながら、後その計画の中身

ボリューム等も絞り込んで、担当課の方でできると判断したら担

当課の方でする方向で検討したいと思いますが、それできたら 29

年度から、28 年度は従来どおりさせて頂きたいところではありま

す。 

議 長 北山議員 

4 番 議 員 29 年度から、26 年・27 年、それ以前のやつも私貰ってますけ

ど、結局同じですよ。担当課一生懸命これ 8 項目、これについて

一生懸命対応してますよね、先日の医療特別委員会かな、あの時

に出て来てましたジェネリックについても、この中では推奨しま

すよということで、いろんなまだもう少し詳しい施策についても

これ書いてますよね。ぜんぜんこう町全体としては担当課は一生

懸命こいつを作ってやったって町全体としてはほれを推奨しよう

かしよらんか、疑問なところはありますよね。担当課も感じてら

れるんでないんですか。ほういうことからしたら、やはり担当課

がもう少しきちっと苦労をして、これに書かれておる措置、これ

がその年その年できちっとこう検証をしてどうだったんか、町全

体でこの国保を安定するためにいろんな施策を講じていくという

ような、今の状態だったら担当課が一生懸命汗をかいてもまった

く町全体ではこう動いてないっていうんが今の現状のように私感

じるんですが、そういうことからしたら、やはり 4 分の 3 一般財

源から掘り込んでまで委託にかける必要があるのかどうか。それ
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だったら最低限やれるところを担当課でまとめて、確実にその年

その年に移行していくような、そういう方向にやって行くべきと

思うんですが、これは町長にお聞きした方がええんかな。町長は

どう思います。やっぱり町の一般財源、住民の血税を使うんです

から、やはり委託してつくったら確実にやっていく、これが何年

も同じ様な中身ですよ、一番肝になるところは一言一句違わんの

んで、ほんなんをわざわざ 4 分の 3 の一般財源血税を使ってまで、

ずっと毎年。今ちょっと問題にしたら担当課は、来年からやりま

しょうかというような、そういう答弁っていうんはどうなんです

かね。町長どう思います。 

議 長 小休します、 

（時に 11 時 04 分） 

 （小休中） 

（時に 11 時 06 分） 

議 長 再開します。 

北山議員 

4 番 議 員 答弁なしで小休でこう聞いたっても、あと議事録を住民の方が

読んだとき、あれどうなったん。中身がまったくない議論やなっ

ていうようなかたちになろうと思うんで、今の現有の職員では難

しいかなぁ、難しいっていうんで計上された。そう答えられたん

かな、作らなければいけない、町長も当然知ってられると思うん

ですが、美波町の国保会計が厳しいからこれを作れというような、

県からほういう指導があってこれを作るようになったと私はずっ

と前からお聞きをしております。運営が良かったらあえてこんな

安定化計画を作る必要はないわけで、厳しいから安定化計画を作

ってできるだけ運営を改善して行く、良くしていく、そのための

計画だと私は思うんですよ。ほう言うことからすれば厳しい運営

の中で、できるだけ厳しいんだったら委託に出さずにできるだけ

担当課でやって、今の現有の職員でできんのんであれば職員を増

やすなり、それから先ほど課長がおっしゃりよったように、途中

職員の異動があったら出来んとかいうん、それは今町長も聞いと

んだから、移動をさせずに今の頑張ってやってくれよう担当課の

職員でやってもらうと。できるだけ最小の経費で最大の効果を上

げる。これは行政の常だと私は思うので、今回計上は、予算計上

はされとんにしても、ほれがやる方向で担当課でやるほうこうで

進めて行くというような意向で進めて行くのかどうか、やっぱり

課長が言うように今年は計上されとんで来年から考えますはって

いうような、そういう安易な言い方っていうんかな、私にすれば
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なんか安易なっていうような、内容についても内容をここまでの

内容でなくてもボリュームも少なにすれば十分担当課で担える仕

事だというような、そういう意見もありました。当然やっぱり一

番肝になるんは安定するための施策をどうやっていくんかってい

うんが一番肝になってくる話なんで、そこについてはずっと何年

こうらい同じ一言一句違わないこの計画になっておるんで、まっ

たくこう委託にするような問題でないと思いますよ。例え 140 千

円にして少額だからかんまんはっていう問題にはならんと思いま

すよ。少なくても 3 分の 1 は町民の血税を使うということから考

えたら、できるだけ最小の経費で最大の効果を上げると、これに

やっぱり町長は努めるべきと思うんですが、町長も見解はどうで

すか。 

議 長 町長 

町 長 おっしゃるとおりだと思います。 

議 長 北山議員 

4 番 議 員 おっしゃるとおりっていうんは、ほういう方向でやっていく

と、ほう理解して採決に臨んでいいわけですか。やらんって言う

んだったら私また反対をさせてもらうんですよ。 

議 長 町長 

町 長 先ほど課長が申したとおり、平成 28 年度についてはこの予算

を組まさして頂いて、これで行くというようなことではございま

すけれども、その中でできるようだったらさして頂くっていうよ

うな答弁だったというふうに思っておりますので、そのようなか

たちで行かして頂くと 0 いうことでございます。 

議 長 北山議員 

4 番 議 員 やっぱり答弁が私ちょっと理解が私の能力不足かも分かりま

せんけども、そのまま 8 年度はほのまま行くんか、やっぱりどな

いぞこう最小の経費でやって行くために、そっちのほうに努力を

していくようなかたちをとるのかどうか。これは努力の足跡っち

ゅうんは後で見える話だと思うんで、ほういうことをやられるん

か、ただ安易に来年からやりますよ、今年はここのままの予算計

上で行きますよと、どっちにこう向きを置いとんか、ほこらのと

ころはどんなん。 

議 長 保健福祉課長 

保健福祉課長 28 年度につきましては、職員の方と相談しながら対応して行き

たいと思います。もしかしたら執行せずに予算執行せずに自力で

できるかも分かりませんし、基本 29 年度に向けても自力でできる

方向で取り組んで行きたいとは考えております。 
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議 長 これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なし） 

 「討論なし」と認めます。 

 これから議案第 43 号 平成 28 年度美波町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第 1 号）を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成 10 ： 反対 1） 

（賛成 1番・2番・3番・4番・6番・7番・8番・9番・10番・11番：反対 12番） 

 「起立多数」です。 

 よって議案第 43 号は原案のとおり可決されました。 

  

 日程第 6 議案第 44 号 平成 28 年度美波町介護保険事業特別

会計補正予算(第 1 号)を議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 保健福祉課長 

保健福祉課長 （議案第 44 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

ございませんか、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なし） 

 「討論なし」と認めます。 

 これから議案第 44 号 平成 28 年度美波町介護保険事業特別会

計補正予算（第 1 号）を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成 11 ： 反対 0） 

 「起立多数」です。 

 よって議案第 44 号は原案のとおり可決されました。 

 

 日程第 7 議案第 45 号 平成 28 年度美波町国民健康保険診療

所特別会計補正予算（第 1 号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 診療所事務長 

診療所事務長 （議案第 45 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

ございませんか、これで質疑を終わります。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なし） 

「討論なし」と認めます。 

これから議案第 45 号 平成 28 年度美波町国民健康保険診療所

特別会計予算（第 1 号）を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成 11 ： 反対 0） 

「起立多数」です。 

よって議案第 45 号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第 8 常任委員会の閉会中の所管事務の調査について議題

と致します。 

各常任委員長から所管事務のうち、会議規則第 73 条の規定に 

よって、お手元に配りました所管事務の調査事項について、閉会

中の継続調査の申し出がありました。 

お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、

ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

 「異議なし」と認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することに決定しました。 

 

日程第 9 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを

議題と致します。 

議会運営委員長から、会議規則第 73 条の規定によって、お手元

に配りました本会議の会期日程等議会の運営に関する事項につい

て、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

お諮りします。 

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、

ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

 「異議なし」と認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することに決定致しました。 

 

日程第 10 各委員会の閉会中の継続調査についてを議題と致
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します。 

各委員長から、目下、委員会において調査中の事件について、

会議規則第 73 条の規定によって、お手元に配りました申出書のと

おり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

お諮りします。 

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査にすること

に、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

 「異議なし」と認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することに決定しました。 

 

以上で本日の日程は終了しました。 

お諮りします。 

本定例会の会議に付された事件は､すべて終了しました。会議規

則第 7 条の規定によって、本日で閉会したいと思います。ご異議

ございませんか。 

（異議なし） 

「意義なし」と認めます。 

本定例会は､本日で閉会することに決定しました。これで本日の

会議を閉じます。 

平成 28 年美波町議会第 2 回定例会を閉会します。 

お疲れ様でした。 

（時に 11 時 24 分） 
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